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航空を取り巻く社会情勢 
及び近年の航空に関する状況の概要 



①名目GDP、国民所得の推移 

②一人当たり名目GDP、国民所得の推移 

（10億円） 

（千円） 

（年度） 
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我が国の経済状況の推移 
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1980～1993：内閣府・国民経済計算確報（平成12年基準（93SNA） ） 

1994～2011：内閣府・国民経済計算確報（平成17年基準（93SNA） ） 

1980～2000：内閣府・国民経済計算確報（平成12年基準（93SNA） ） 

2001～2011：内閣府・国民経済計算確報（平成17年基準（93SNA） ） 

1980～2011：総務省・統計局人口推計 

名目GDP 国民所得 

人口 
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出典：IMF ｢World Economic Outlook Database October 2012｣より国土交通省作成 

(10億米ドル) 

アジア諸国のＧＤＰ（名目）の推移 

(米ドル) 

 ※以下のデータはＩＭＦによる推計 

  日本、中国、韓国、ロシア、台湾、香港       ：2011年 

  フィリピン、ベトナム、マレーシア、シンガポール ：2010年、2011年 
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海外諸国の経済状況の推移 
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国内設備投資と対外直接投資の推移 
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【出所】財務省「法人企業統計季報」より作成 
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【出所】財務省「国際収支統計」より作成 
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出典： 世界観光機関（UNWTO）、各国政府観光局 作成： 国土交通省観光庁
注1： 本表の数値は2012年6月時点の暫定値である。
注2： デンマークとアイルランドは、2011年の数値が不明であるため、2010年の数値を採用した。
注3： アラブ首長国連邦は、連邦を構成するドバイ首長国のみの数値が判明しているため、その数値を採用した。
注4： 外国人訪問者数は、数値が追って新たに発表されたり、さかのぼって更新されることがあるため、数値の採用時期によって、

そのつど順位が変わり得る。
注5： 同一国において、外国人訪問者数が異なる統計基準に基づいて算出されている場合があるため、比較する際には注意を要する。

Source: UNWTO and National Tourism Offices          Compilation: Japan Tourism Agency

 日本は世界で39位。アジアで10位。 

世界各国・地域からの入国者数の国際比較 

 入国者数
（201１年） 
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 観光立国推進基本計画（平成24年３月閣議決定）  
   平成32年（2020年）初めまでに2,500万人とすることを念頭に、平成28年（2016年）までに1,800万人に

する。 

観光立国推進基本計画における訪日外国人旅行者数の目標 

ビジット・ジャパン・キャンペーン開始 
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（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（中位推計）） 
 

（総人口：千人） 
（15歳未満率：％） 
（65歳以上率：％） 

（年） 

2010年 
約23％ 

2024年 
約30％ 

2060年 
約40％ 

2010年 
約1.28億人 

2026年 
約1.20億人 

2047年 
約1億人 2060年 

約8700万人 

2010年 
約13％ 2036年 

約10％ 

2060年 
約9％ 

  今後、人口減尐が進み、2047年には１億人程度となる見通し。 
 尐子高齢化が急速に進行しており、2060年には総人口の約40％が65歳以上になる見通し。 

人口減少・少子高齢化の推移・予測 
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 人口減尐は、特に地方において顕著。 

三大都市圏及び地方圏における人口予測 

三大都市圏と地方圏の人口増減率（推計） 

出所：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所 

    「日本の都道府県別将来推計人口（平成１９年５月推計）」により国土交通省作成 

三大都市圏：東京圏（埼玉・千葉・東京・神奈川）名古屋圏（岐阜・愛知・三重）関西圏（京都・大阪・兵庫・奈良） 

地方圏：三大都市圏以外 
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 高齢化についても、地方圏においてより進行している状況。 

図 高齢化率の推移 

S50 H17 

高齢者人口の割合
■： 5％以下
■： 5～10％
■：10～20％
■：20～30％
■：30～40％
■：40％超～

高齢者人口の割合
■： 5％以下
■： 5～10％
■：10～20％
■：20～30％
■：30～40％
■：40％超～

出典：国勢調査・地域メッシュ統計（総務省） 

注）高齢者人口とは、６５歳以上人口。 
注）都市圏は、「都市・地域レポート2005」により設定された85都市圏

を用い、平成18年度末の市町村合併により、既に都市圏に編入さ
れた区域を合わせて都市圏と整理した。 

Ｓ５０ Ｈ１７ 差（Ｈ１７－Ｓ５０） 

全国 ７．９％ ２０．１％ １２．２％ 

都市圏内 ７．４％ １９．２％ １１．８％ 

都市圏外 １１．２％ ２７．７％ １６．５％ 

表 圏域別の高齢化率の推移 

地方における高齢化の進展 
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地方経済の推移 

地域別GDPの推移（9９年→0９年の成長率） 

データ     ：内閣府HP「県民経済計算」 

三大都市圏 ：東京圏（埼玉・千葉・東京・神奈川）名古屋圏（岐阜・愛知・三重）関西圏（京都・大阪・兵庫・奈良） 

地方圏    ：三大都市圏以外 
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-6.00% 

-4.00% 

-2.00% 
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三大都市圏 地方圏 

 経済面においても、三大都市圏以外の地方圏で特に地域別ＧＤＰの減尐が見られ、地方経済は深刻
化。 
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世界の航空旅客流動 

（卖位：百万人） 

※ ＩＡＴＡ（国際航空運送協会） 「World Air Transport Statistics(2009)」より航空局作成 

1998年（平成10年） 2003年（平成15年） 2008年（平成20年） 

○世界の航空旅客流動の推移（主な地域の流動を抜粋） 
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ル・ド・ゴー
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ラップコップ） 

順位 6 7 8 9 10 

国名 
ロンドン（ガト
ウィック） 

シンガポール
（チャンギ） 

成田 
バンコク（ドン
ムアン） 

ソウル（仁川） 

○１９９８年（平成10年）の国際航空旅客取扱実績ランキング ○２００３年（平成15年）の国際航空旅客取扱実績ランキング 

順位 1 2 3 4 5 

国名 
ロンドン（ヒー
スロー） 
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順位 6 7 8 9 10 

国名 
ロンドン（ガト
ウィック） 

シンガポール
（チャンギ） 

成田 ブリュッセル チューリッヒ 
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国名 ドバイ 
シンガポール
（チャンギ） 

成田 
ロンドン（ガト
ウィック） 

バンコク（スワ
ンナプーム） 

○２００８年（平成20年）の国際航空旅客取扱実績ランキング 

1998（平成10年）～2008年（平成20年）の10年間における航空旅客流動（域内国際）の推移を見ると、 

アジア太平洋地域や中近東地域の伸びが著しい（アジア太平洋地域：2.3倍、中近東地域：3.6倍） 
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世界の航空貨物流動 

（卖位：億トンｋｍ） ※ ＩＡＴＡ （国際航空運送協会） 「World Air Transport Statistics(2009)」より航空局作成 

1998年（平成10年） 2003年（平成15年） 2008年（平成20年） 

○世界の航空貨物流動の推移（主な地域の流動を抜粋） 
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国名 
香港（チェク
ラップコップ） 

成田 マイアミ 
シンガポール
（チャンギ） 
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（マイン） 
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国名 
ロンドン（ヒー
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ソウル（金浦） 
アムステルダ
ム（スキポー
ル） 

ニューヨーク
（ＪＦＫ） 

アンカレッジ 

○１９９８年（平成10年）の国際航空貨物取扱実績ランキング 

順位 1 2 3 4 5 

国名 
香港（チェク
ラップコップ） 

成田 ソウル（仁川） アンカレッジ 
シンガポール
（チャンギ） 

順位 6 7 8 9 10 

国名 
フランクフルト
（マイン） 

台北 
パリ（シャル
ル・ド・ゴール） 

マイアミ 
アムステルダ
ム（スキポー
ル） 

○２００３年（平成15年）の国際航空貨物取扱実績ランキング 

順位 1 2 3 4 5 

国名 
香港（チェク
ラップコップ） 

ソウル（仁
川） 

成田 
パリ（シャル
ル・ド・ゴール） 

フランクフルト
（マイン） 

順位 6 7 8 9 10 

国名 上海（浦東） 
シンガポール
（チャンギ） 

ドバイ 
アムステルダ
ム（スキポー
ル） 

マイアミ 

○２００８年（平成20年）の国際航空貨物取扱実績ランキング 

1998（平成10年）～2008年（平成20年）の10年間における航空貨物流動（域内国際）の推移を見ると、他の地域が減
尐・伸び悩んでいるのに対し、アジア太平洋地域や中近東地域の伸びが著しい。 

（アジア太平洋地域：2.3倍、中近東地域2.3倍） 
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航空旅客輸送の世界的な動向 

13 
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右肩上がりの増加を示している。 

・旅客数の増加と世界経済規模の拡大とは連動した動きを示している。 
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成田開港 
（昭和53年5月） 

関空開港 
（平成6年9月） 
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昭和 平成 （ 年度 ） 

地方空港     576万人（11.2％） 

成田国際空港・東京国際空港 
3,131万人（60.8％） 

国際航空旅客数の推移（卖位：万人） 

関西国際空港   

1,003万人（19.5％） 

注） 関西国際空港開港以前は、大阪国際空港における旅客数を示す。 

中部国際空港・名古屋空港  
437万人（8.5％） 

 

5,149万人 

（万人） 

平成23年度 
旅客数合計 

我が国の国際航空旅客需要はこれまで右肩上がりで増加傾向にあったが、平成13年以降のテロ、紛争、景気後退の
発生毎に一時的な落ち込みが見られたほか、平成23年度では、平成23年３月の東日本大震災を受け減尐している。 

※ 国土交通省資料より作成（平成23年度は速報値） 

アメリカ同時多発テロ 
（平成13年9月） 

イラク戦争・ＳＡＲＳ 
（平成15年3月～4月） 

中部開港 
（平成17年2月） 

リーマンショック 
（平成20年9月） 

我が国の国際航空旅客輸送の動向 

東日本大震災 
（平成23年3月） 

14 

年 

（暦年） 

旅客数 

（万人） 
対前年
比（%） 

24 6,029 113 

23 5,322 - 

＜２４年（速報値）＞ 



出典：ICAO（国際民間航空機関）作成「 Outlook for Air Transport to the year 2025」より引用 

アフリカ ラテンアメリカ／カリブ海 

アジア/太平洋 

年平均 +5.8% 年平均 +3.6% 

年平均 +4.8% 
年平均 +5.1% 

中東 

単位：十億人キロ 

年平均 +4.3% 

1,005 

2,350 

ヨーロッパ 
2,980 

967 

169 
520 

年平均 +5.8% 

85 230 

2,690 

1,335 

北アメリカ 

410 159 
2005年 

（平成17年） 
旅客輸送量 

2025年（平成37年） 
 

旅客輸送量予測 
 

同期間における 
年平均伸び率 

世界の航空旅客輸送量予測（２００５年～２０２５年） 

航空旅客輸送量の大幅な増加（国際・国内計） 

2025年（平成37年）までの世界の航空旅客輸送において、最も伸びが著しいのはアジア太平洋地域（年平均+5.8％）で
あり、輸送量も2005年（平成17年）に比べ約３倍に増加し、世界最大の航空市場に成長。 
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出典：ICAO（国際民間航空機関）作成「 Outlook for Air Transport to the year 2025」より引用 

アフリカ ラテンアメリカ／カリブ海 

アジア/太平洋 

年平均 +8.0% 年平均 +5.8% 

年平均 +4.9% 
年平均 +4.8% 

中東 

単位：十億トンキロ 

年平均 +4.8% 

38 

97 
ヨーロッパ 

235 

50 

9 
40 

年平均 +7.8% 

2 6 

120 
39 

北アメリカ 

12 5 
2005年 

（平成17年） 
貨物輸送量 

2025年（平成37年） 
 

貨物輸送量予測 
 

同期間における 
年平均伸び率 

世界の航空貨物輸送量予測（２００５年～２０２５年） 

航空貨物輸送量の大幅な増加（国際・国内計） 

2025年（平成37年）までの世界の航空貨物輸送においても、最も成長著しいのは旅客と同じくアジア太平洋地域（年平均
+8％）であり、輸送量も2005年（平成17年）に比べ４倍以上に増加し、世界の航空貨物市場の約5割のシェアを占める。 
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航空会社 
旅客数 
(千人) 

1 ライアンエア 76,422 

2 ルフトハンザ航空 49,755 

3 イージージェット 42,028 

4 エミレーツ航空 32,730 

5 エールフランス 32,597 

6 ブリティッシュ エアウェイズ 29,307 

7 エアベルリン 25,825 

8 KLMオランダ航空 25,066 

  航空会社 
旅客数 
(千人) 

1 サウスウエスト航空 110,587 

2 デルタ航空  92,023 

3 中国南方航空 74,648 

4 アメリカン航空 65,303 

5 USエアウェイズ 46,619 

6 中国東方航空 45,595 

7 中国国際航空 42,072 

8 ユナイテッド航空 40,524 

世界の航空会社ランキング 
〔旅客数 平成23年〕 

国  際  線 

国  内  線 

出典： IATA(国際航空運送協会)  

World  Air Transport  Statistics 56th edition 

世界のＬＣＣ（格安航空会社） 

出典：各社ウェブサイト等より航空局作成 

ヴァージン・オーストラリア 

＜ヴァージンアトランティック航空＞ 

ジェットスター航空 

＜カンタス航空＞ 

エアアジアＸ 

ノックエア 

＜タイ国際航空＞ 

タイエアアジア 

ライオン・エア 

 ウエストジェット航空 

サウスウエスト航空 

エアトラン航空 

スピリット航空 

キャンジェット航空 

ジェットブルー航空 

ＧＯＬ航空 

ライアンエア 

ジャーマンウイングス 

＜ルフトハンザ航空＞ 

セブ・パシフィック航空 

ウィズエアー 

タイガーエアウェイズ 

＜シンガポール航空＞ 

ワン・ツー・ゴー 

ジェットスター・アジア航空 

＜カンタス航空＞ 

ブエリング航空 

世界のＬＣＣ（格安航空会社） 

独立系ＬＣＣ 

大手航空会社系ＬＣＣ 

（凡例） 

イージージェット 

○ ＬＣＣ （Low Cost Carrier： 格安航空会社） は、米国市場・欧州市場に加え、東单アジア市場等におい
ても積極的に事業を展開。 

○ 世界の航空輸送市場において、ＬＣＣのシェアは全体の２～３割を占めるに至っている。  

29.7% 

31.8% 

38.3% 

2.8% 

11.3% 

11.7% 

6.9% 
32.4% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 

北米 

中单米 

西欧 

東欧 

中東 

アフリカ 

北東アジア 

東单アジア 

2001 2011 

地域別のＬＣＣシェア 

・出典：CAPA Centre for Aviation  HP 

 

※北東アジア：日本、韓国、中国、台湾、モンゴル 
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我が国のLCC旅客数推移と旅客数全体の前年比較（国内線対象） 

国内線LCC旅客数推移とLCC旅客数シェア 

（人） 

○ LCCの旅客数は徐々に増加してきており、2012年3月時点で40万人程度あり、国内線の5.6%を占めている 

○ 国内線全体の旅客数は昨年度と比べ成長し、LCCも航空需要の増加に貢献していると考えられる 

国内線旅客数推移と前年同月比較 

（人） （%） （%） 

出典：国土交通省航空局作成 
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○ 欧米を中心としてグローバルな企業活動の重要なビジネスツールとなっており、今後のアジア地域における経済成長
の取り込みの観点から、我が国においてビジネスジェットの重要性・可能性は増している。 

  
 

 

○定  員     ：最大19名    

○最大離陸重量 ：40.4t    

○最大航続距離 ：12,040km 

機種の例 ： ガルフストリームⅤ 

ビジネスジェット  

①自家用運航 
   ：社用機や個人所有機による運航 
②オウンユースチャーター 
  ：航空会社等の事業用機による運航 

①柔軟な時間設定が可能 
  ：利用者のスケジュールに応じた出発・到着の設定 

②有効時間の増加 
  ：機内での電話・メール、会議、商談が可能など 

運航形態 

利 点 

◇企業・団体又は個人が商用目的で利用する航空運送 

他国のビジネス機保有機数と他国主要空港の発着回数  

◇ ビジネスジェット機の保有機数を各国で比較した場合、我が国では62機の登録に
とどまっているのに対し、最も多いアメリカにおいては約19,000機が登録 

◇ 欧米の主要な都市には主に定期便は就航する国際拠点空港の他に、ビジネス
航空専用・優先の空港が設置されている。 

      
     ニューヨーク   ：  ＪＦＫ空港、ティータボロ空港 
   ロンドン     ：  ヒースロー空港、ファンボロー空港 
   パリ        ：  シャルルドゴール空港 
   香港       ：  香港国際空港 

出所：フライトグローバル社より作成（公用機及び軍用機を含む） 

         ただし、日本の保有機数は航空局調べ（公用機及び軍用機を含まない） 

ビジネスジェットの現状 

62 

592 

438 
393 

243 
157 116 

19,153 

0 

200 

400 

600 

800 

18000 

20000 

ビジネス機の国別保有機数（2011年） 
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首都圏空港（羽田・成田）の年間発着枠の増加  

羽田空港 
 

（うち国際線） 
成田空港 

 

首都圏空港全体 
 

H22.10月まで 
 

（羽田Ｄ滑走路供用前） 
30.3万回 22万回   52.3万回 

H25.3.30 まで 39万回  （ 6万回 ） 25万回 64万回 

 

現在 
 

（H25.3.31 以降） 
 

 

 

41万回  （ 6万回 ） 

 
 

最終形 
 

羽田：H25年度末 

成田：H26年度中 

 

44.7万回  （ 9万回 ） 
 

30万回 
 

74.7万回 

以降、首都圏空港を含めたオープンスカイを実施 

68万回 27万回 

＊１．いずれも年間当たりの回数である。 

＊２．回数のカウントは、１離陸で１回、１着陸で１回のため、１離着陸で２回とのカウントである。 
＊３．羽田空港の発着枠数の中には、深夜早朝の国際チャーター便等の運航に使われる枠数も含まれる。 
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  各国・地域との合意状況 

  国・地域 
日本発着旅客数 

（2010年度） 
日本発着総旅客数（※） 

における割合 

オープンスカイ 
合意国・地域 

 

（23ヶ国・地域） 

米国、韓国、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、 

ﾏﾚｰｼｱ、香港、ﾍﾞﾄﾅﾑ、 

ﾏｶｵ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｶﾅﾀﾞ、 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾌﾞﾙﾈｲ、台湾、 

英国、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、 

ｽﾘﾗﾝｶ、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、ﾌﾗﾝｽ、
中国（注1）、ｵﾗﾝﾀﾞ、ﾃﾞﾝﾏｰｸ､
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ﾉﾙｳｪｰ、ﾀｲ（注2） 

4,752 万人 91 % 

（凡例） 
                  

国・地域名 
 合意年月日（又は予定） 

（旅客数、割合、順位） 

⑥ ベトナム 
 2011年6月9日合意 
（94万人、2％、12位） 

③ シンガポール 
 2011年1月19日合意 
（179万人、3％、7位） 

⑧ インドネシア 
 2011年8月11日合意 
（62万人、1％、14位） 

（2012年11月21日現在） 

（※）日本発着総旅客数＝5,208万人（2010年度） 
    首都圏空港を含めたオープンスカイは、2013年夏期スケジュールに予定される 
    成田空港の発着枠年間27万回時に実現 
（注1） 北京及び上海、成田及び羽田を除くオープンスカイの実現 
（注2） タイとの合意内容は、タイ側において国内手続きが完了した段階で正式に発効 

⑪ ブルネイ 
 2011年10月28日合意 ⑮ スリランカ 

 2012年3月23日合意 
（6万人、0.1％、32位） 

オープンスカイ交渉の進捗状況について 

⑬ 英 国 
2012年1月20日合意 
（65万人、1％、13位） 

 ⑯ フィンランド 
2012年6月8日合意 

（40万人、1％、19位） 

⑱ 中 国 
2012年8月8日合意 

（794万人、15％、3位） 

④ マレーシア 
 2011年2月24日合意 
（53万人、1％、16位） 

㉓ タ イ 
2012年11月21日合意 
（228万人、4％、6位） 

② 韓 国 
2010年12月22日合意 

（1,060万人、20％、1位） 

⑰ フランス 
2012年7月7日合意 

（112万人、2％、10位） 

⑲ オランダ 
2012年8月23日合意 
（48万人、1％、17位） 

㉑ デンマーク 
2012年10月11日合意 
（13万人、0.3％、29位） 

㉒ ノルウェー 
2012年10月11日合意 

⑨ カナダ 
2011年9月14日合意 
（58万人、1％、15位） 

① 米 国 
 2010年10月25日合意 
（996万人、19％、2位） 

⑭ ニュージーランド 
 2012年2月16日合意 
（20万人、0.4％、22位） 

⑩ オーストラリア 
2011年9月29日合意 
（94万人、2％、11位） 

⑦ マカオ 
2011年7月14日合意  

（7万人、0.1％、31位） 

⑳ スウェーデン 
2012年10月11日合意 

⑤ 香 港 
 2011年5月19日合意 
（355万人、7％、5位） 

⑫ 台 湾 
2011年11月10日合意 
（467万人、9％、4位） 
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スターアライアンス 

・ エアカナダ（カナダ）＊ 

・ ユナイテッド航空（アメリカ）＊ 

・ USエアウェイズ（アメリカ） 

・ ルフトハンザドイツ航空（ドイツ）＊ 

・ スカンジナビア航空（スウェーデン）＊ 

・ ブリティッシュミッドランド航空（イギリス） 

・ スパンエアー（スペイン） 

・ オーストリア航空（オーストリア）＊ 

・ LOTポーランド航空（ポーランド） ・ 全日本空輸（日本） 

・ アシアナ航空（韓国）＊ 

・ シンガポール航空（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）＊ 

・ タイ航空（タイ）＊ 

・ ニュージーランド航空（ニュージーランド）＊ 

・ ヴァリグブラジル航空（ブラジル）＊ 

・ アメリカン航空（アメリカ）＊ 

・ 英国航空（イギリス）＊ 

・ フィンランド航空（フィンランド）＊ 

・ エアリンガス（アイルランド） 

・ イベリア航空（スペイン） 

・ キャセイ航空（香港）＊ 

・ ランチリ（チリ） 

・ デルタ航空（アメリカ）＊ 
・ エールフランス（フランス）＊ 
 

・ アリタリア航空（イタリア）＊ 

・ チェコ航空（チェコ） 

・ 大韓航空（韓国）＊ 

・ エアロメヒコ（メキシコ） 

・ カンタス航空（オーストラリア）＊ 

※ 加盟航空会社については、２００４年４月現在のもの  
※ 外国航空企業のうち、｢＊｣を付したものは日本に乗り入れている航空企業（自社運航ベース） 
※ 輸送量シェアについては、ＩＡＴＡ統計、各社データをもとに作成 

８ 社 

６ 社 

１５ 社 

ワンワールド 

 スター  

 アライアンス 

   ２６％ 

ワンワールド 

  １８％ 
スカイチーム

１３％ 

全輸送量に占める各アライアンスのシェア 
（人キロベース、２００２年） 

その他 

２９％ 

ＪＡＬ＋ＪＡＳ 

４％ 
ＮＷ/ＣＯ 

  ８％ 

ＫＬＭ 

  
２％ 

※ 航空局作成 

スカイチーム 

２００４年時点 

航空企業間のアライアンスの動向 
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スターアライアンス 

スカイチーム 

・ エアカナダ 

・ ユナイテッド航空 （アメリカ） 

・ USエアウェイズ （アメリカ） 

・ ルフトハンザドイツ航空 

・ スカンジナビア航空 （スウェーデン） 

・アドリア航空 （スロベニア） 

・クロアチア航空  ・Blue 1 (フィンランド) 

・ オーストリア航空    

・ LOTポーランド航空 

・ TAPポルトガル航空 

・ スイス国際航空 

・ ブリュッセル航空 （ベルギー) 

・ エーゲ航空 （ギリシア） 

・ 全日本空輸 

・ アシアナ航空 （韓国） 

・ 中国国際航空 

（・深セン航空） 

（・エバー航空（台湾）） 

・ シンガポール航空 

・ タイ航空 

・ ニュージーランド航空 

・ アメリカン航空 （アメリカ） 

・ ブリティッシュ・エアウェイズ （イギリス） 

・ フィンランド航空 

・ イベリア航空 （スペイン） 

・ S７航空 （ロシア） 

・エアベルリン ・ キャセイパシフィック航空 （香港） 

・ デルタ航空 （アメリカ） 

・ エールフランス 

・ KLMオランダ航空 

・ アリタリア航空 （イタリア） 

・ チェコ航空 

・ アエロフロート航空 （ロシア） 

・ エアヨーロッパ （スペイン） 

・ タロム航空 （ルーマニア） 

・ 大韓航空 （韓国） 

・ 中国单方航空 

・ ベトナム航空 

・ 中国東方航空 

・チャイナエアライン （台湾） 

（・ガルーダインドネシア） 

（・厦門航空） 
 

・ アエロ・メヒコ （メキシコ） 

・アルゼンチン航空 

・ カンタス航空 （オーストラリア） 

１８社 
（加盟予定 ２社） 

２７社  

（加盟予定 ２社）  

ワンワールド 

全輸送量に占める 

各アライアンスのシェア 
（IATA加盟社のみ・ 

国際線人キロベース） 

・ 日本航空 

・ トルコ航空 

・ エジプト航空 

・ 单アフリカ航空 

・エチオピア航空 

・  ロイヤル・ヨルダン航空 

（・カタール航空） ・ ラン航空 （チリ） 

・ TAM航空 （ブラジル） 

・Avianca TACA 
（コロンビア・エルサルバドル） 

・Copa航空 （パナマ） 

・ メキシカーナ航空（運航停止中） 

  

     １２社  

          （加盟予定 ４社） 

２０１２年１１月現在  

※（  ）は加盟予定 ※（  ）は加盟予定 

航空企業間のアライアンスの動向 

※（  ）は加盟予定 

（・ キングフィッシャー航空 （インド）） 

（・スリランカ航空） 

・ ケニア航空 

アライアンス非加盟 

・ フィリピン航空 

・ エミレーツ航空（UAE） 

・ エティハド航空（UAE） 

・ ヴァージンアトランティック航空（英国） 

 

【国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）非加盟】 

・ サウスウエスト航空（米国） 

・ ジェットブルー航空（米国） 

・ ライアンエア（アイルランド） 

・ イージージェット（英国） 

・ エアアジア（マレーシア） 

 ・ サウディア（サウジアラビア） 

 ・ ミドル･イースト航空（レバノン） 

（・ マレーシア航空） 
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現在 

 
 
※ 輸送量シェアについては、ＩＡＴＡ統計、各社データをもとに作成 

※ 航空局作成 

 スター  

 アライアンス 

   ３０％ 

ワンワールド 

  １９％ 
スカイチーム 

１９％ 

その他 

３２％ 



世界における各航空会社の現状 

世界経済の成長率が２％程度の水準を割り込むと航空会社の営業利益がマイナスとなる傾向がある。 

将来的・長期的には成長が見込まれる世界経済も短期的に停滞すると、経営が不安定化することが予
想される。 

24 （出典）ＩＡＴＡ資料 

世界の経済成長と航空事業者の利益率の関係 

世
界
の
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世
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国内航空分野における参入規制緩和の経緯 
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航空自由化の進展 
国際的に比較して
高コスト体質 

我が国航空会社の国際競争力の低下 グローバルなレベルでの競争の激化 

航空会社の自己改革を前提とした緊急的支援方策を実施 

世界の潮流 我が国航空会社の現状   

我が国航空会社の抜本的な国際競争力強化の実現 

人件費、燃料費、機材費等、あらゆる分野におけるコスト削減努力
を集中的に実施。グローバルベースで優位な収益体質を構築。 

 成長戦略に基づく航空行政の改革を推進。徹底的なオープンスカイの推
進、首都圏空港の機能強化、関空・伊丹の経営統合等を実現。 

平成２３年度～２５年度を「集中改革期間」と位置付け、我が国航空会社の抜本的な国際競争力強化を実現。 

国際競争力強化のための集中改革の実施 

航空会社の自己改革 航空行政の改革 

航空会社間のグローバルな提携の進展 

ＬＣＣの台頭 

改正前 

13,000円/㌔㍑ 

19,500円/㌔㍑ 

26,000円/㌔㍑ 本則 

沖縄路線 

離島路線 

集中改革の促進のための緊急的支援 

航空機燃料税の引き下げ 

人件費、燃料費等、どの費用項目も高い水準 

世界的に希有な航空機燃料税も重い負担 

※１ 航空機燃料譲与税については、自治体 

    による空港対策に充てられていることか 

        ら、現行どおり。 

※２ 沖縄路線の軽減措置については、沖縄  
     振興特別措置法の期限である平成２３ 
     年度末までとされていたが、平成２４年 
     度税制改正において、２年間延長（平成 
    ２５年度まで）された。 

我が国航空企業の国際競争力強化のため、平成２３年度税制改正において、平成２３年度から２５年度ま
での３年間、航空機燃料税を引き下げ。 

航空機燃料税の引き下げ 

改正後 

18,000円/㌔㍑ 

  9,000円/㌔㍑ 

13,500円/㌔㍑ 26 



空港会社管理 国管理 地方自治体管理

拠点空港（２８）
（国や空港会社が設置する拠
点空港）

成田、関空、伊丹、
中部

羽田、新千歳、稚内、釧路、
函館、仙台、新潟、広島、高松、松山、
高知、福岡、北九州、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、那覇

旭川、帯広、秋田、山形、山口宇部

中標津、紋別、女満別、青森、大館能代、
花巻、庄内、福島、静岡、富山、能登、福井、
松本、神戸、单紀白浜、鳥取、出雲、石見、
岡山、佐賀

＜離島空港＞
利尻、礼文、奥尻、大島、新島、神津島、
三宅島、八丈島、佐渡、隠岐、対馬、
小値賀、福江、上五島、壱岐、種子島、
屋久島、奄美、喜界、徳之島、沖永良部、
与論、粟国、久米島、慶良間、单大東、
北大東、伊江島、宮古、下地島、多良間、
石垣、波照間、与那国

その他の空港
（１５）
（自衛隊等との共用空港、コ
ミューター空港等）

札幌、千歳、百里、小松、美保、徳島、
三沢、八尾、岩国

調布、名古屋、但馬、岡单、
大分県央、天草

合計　（９７） ４ ２８ ６５

地方管理空港（５４）
（地方自治体が設置する重要
な空港）

管理者別の現在の空港数について 

（計４空港） （計１９空港） （計５空港） 

（計２０空港） 

（計３４空港） 

（計９空港） （計６空港） 

27 



空港数の推移 
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拠点空港 地方管理空港（内枠内は離島空港） その他の空港
羽田、伊丹、福岡、高知、宮崎、高松、 鳥取、女満別、岡山、花巻、富山、青森、松本、中 名古屋 、三沢、千歳、昭和４１年度以前 23 20 9 （※）

長崎、松山、大分、仙台、新潟、鹿児 標津、福井、出雲、紋別 小松、調布、美保、八（第一次空整以前）

島、稚内、熊本、広島、北九州、釧路、 利尻、八丈島、種子島、福江、屋久島、 尾、札幌、徳島9
函館、秋田 、山形 、帯広 、山 大島、奄美、三宅島、壱岐（※） （※） （※）

（※） （※）口宇部 、旭川

弟子屈昭和４２～４５年度 0 4 1南紀白浜
隠岐 喜界 沖永良部（第一次空整） 3 、 、

1 12 0昭和４６～５０年度 那覇、（鹿児島）、（大分）、（熊本）
、 、久米島、南大東、宮古、（第二次空整） 12 佐渡 徳之島

石垣、与那国、 、 、 、多良間 波照間 奥尻
対馬 伊江島、

1 5 0昭和５１～５５年度 成田

与論 礼文 粟国 北大東 下地島（第三次空整） 5 、 、 、 、
0 （秋田）、（帯広） 2 （女満別） 0昭和５６～６０年度

上五島 小値賀（第四次空整） 2 、
岡南 枕崎昭和６１～平成２年度 1 1 ＜岡山＞、（青森） 2新千歳、（高松） 、

、（奄美）（第五次空整） 1 新島

広島西 但馬平成３～７年度 1 5 2関西、＜広島＞ 、 、 、福島 庄内 石見
神津島 慶良間（第六次空整） 2 、

大分県央 天草平成８～１４年度 0 2 2大館能代 佐賀、 、（紋別）、（南紀白浜） 、
（南大東）（第七次空整） 0

1 2 0平成１５～１９年度 中部、（北九州） 、能登 神戸

0 （種子島）、（多良間）、（隠岐）（ ）社会資本整備重点計画①
百里平成２０年度～２４年度 0 1 静岡

(弟子屈：H21廃止)（ ）社会資本整備重点計画② 0 ±0
【岩国】平成２４年度～

(広島西：H24廃止)（ ）社会資本整備重点計画③ -1
(枕崎 ：H25廃止)

（９７） ２８ ５４ １５合計
３４

注１：供用後に港格の変更があった６空港（※秋田、山形、帯広、山口宇部、旭川、名古屋）については、現在の港格に基づいて記載。
注２：下線及び二重線の８空港（ ）は、昭和４７年の沖縄返還に伴い日本に那覇、久米島、南大東、宮古、石垣、与那国、多良間、波照間

返還されたものであり、このうち、二重線の２空港（ ）については、昭和４２年以降に整備されたもの。多良間、波照間
注３： ）の１６空港及び＜岡山＞、＜広島＞は、ジェット化等に伴い移設したもので外数。（
注４：＜岡山＞、＜広島＞については、新空港の供用後に旧空港（岡南、広島西）がその他の空港として存続。

このうち、広島西飛行場は平成２４年１１月１５日に供用廃止。



空港数の推移（グラフ） 
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Ｈ１４ 

交通政策審議会・航空分科会答申： 

・一般空港の配置的整備は概成 

・地方空港の新設は離島を除き抑制 

・質的充実に重点を移行 など 

大型化空港数 

ジェット化空港数 

全空港数 

全空港：空港（ヘリポート除く）＋共用空港 

ジェット化空港：滑走路長2000ｍ以上 or ジェット機が就航しているもの 

大型化空港：滑走路長2500ｍ級以上、かつ、大型機が就航可能な施設
等を有するもの 

Ｓ４５ 

空港整備特別会計の創設 

ジェット化及び大型化空港数の推移 



 

 

１次空整 
S42～S46 

 

 

３次空整 
S51～S55 

 

 

４次空整 
S56～S60 

 

 

６次空整 

H3～H7 

 

 

７次空整 

H8～H14 

 

 

社会資本整備重点計画 

H15～H25 

 

 

２次空整 
S46～S50 

 

 

５次空整 
S61～H2 

億円 

305 

678 

1,018 

2,011 

2,458 

2,642 

3,132 

4,718 

5,040 

5,288 
5,110 

5,484 
5,630 

4,788 
4,732 

4,674 

4,947 
4,846 

4,577 
4,563 

4,723 

4,956 

年度 

5,726 
5,638 

5,406 
5,280 

4,593 

3,264 

※１ 伊丹空港は平成24年度までは一般空港で計上 ※２ 端数処理の関係で合計が合致しないところがある。 

3,181 
3,277 

空港整備勘定 歳出の推移 
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歳出予算 ３，２７７億円 歳入予算 ３，２７７億円 

一般会計等 772億円 
 

 
 

空港使用料  1,959億円 
 

 
 

雑収入等 525億円 

一般財源     270 
航空機燃料税繰入 502 

着陸料等収入     703 
航行援助施設利用料 1,256 

地公体負担金 21億円 

借入金償還・利払金 
 831億円 

 

 

 
 
空港等維持運営費等 1,450億円 
 
 

   

 
 
 
    

償還額  722 
利払い  109 

人件費  620 
物件費   822 
予備費    3 
離島助成  5 

 羽田(償還経費除く)  ２０３ 
 成田(国直轄)       ４２ 
 近畿圏・中部圏空港   ８８ 
  ＜うち関空補給金  40＞ 
 一般空港等        ２５３ 
  ＜うち那覇第２RW 137＞ 
 高質化事業          ４６ 
 空港経営改革       ２ 
 航空路整備        １７４ 
 安全保安(ﾊｲﾃﾛ除く)  １５３       
 環境対策        ３５ 

  計 ９９６億円 
 

空港整備勘定 財源構成内訳（平成２５年度） 
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地域活性化と空港経営改革 

地域への来訪者数が増えない 

現状と課題 

滑走路等(国)と 
空港ビル等(民間)
の運営主体が分離 

空港を活用して内外の交流人口拡大等による地域活性化を図る必要 

3.11後の公共インフラ機能のあり方 → 災害復旧等において国が適切に関与できる仕組みが必要 

空港と空港関連企業と
の経営一体化 

地域特性とニーズに対応 
した個別空港ごとの経営 

民間の資金・ 
経営能力の活用 

改革の具体的措置 

空港ビル等 

民間が運営 国が運営 

滑走路等 

国が運営することによる 
地元感覚、経営感覚の不足 

全国28空港の着陸料収入
をプール管理（特別会計） 

一方、空港は「安全・安心」の拠点でもある。 

地域の実情に応じた民間による経営の一体化 

着陸料等の引下げによる 
LCC等の新規就航や 
便数の増加が困難 

原則、着陸料等は 
全国一律の料金設定 
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多様な空港管理形態の１つの選択肢として、国が土地等を所有した上で 
対象空港・事業者を選定できるPFI法の公共施設等運営権制度を活用できる仕組みを創設 



民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案 

○空港運営権者による空港運営の安全性､利用者利便の確保のため､空港保安管理規程の策定､届
出及び着陸料等の届出を義務付けるとともに､国の変更命令の対象とする等､国の監督措置を規定｡ 

【航空法、空港法等の特例措置】：空港運営権者を適切に監督 

○地方管理空港等についても、設置管理者である地方公共団体の判断により、同様に運営等の民間 
 委託を可能とするため、PFI法、航空法、空港法の特例措置等の関係規定を整備。 

○国土交通大臣は、地域の実情を踏まえ、関係者相互の連携の下に、地域活力の向上が図られるべき
ことを基本理念として空港運営に係る基本方針を策定。 

○国土交通大臣は、対象空港・事業者等の選定の際には、関係地方公共団体、関係事業者等により
空港ごとに構成されている協議会の意見を聴取。 

空港運営権者 

【基本スキーム】：国管理空港におけるＰＦＩ法の公共施設等運営権制度の活用 

事業契約 

（土地等の所有権） （公共施設等運営権） 

適切な空港運営を確保 弾力的な利用料金の設定 

国土交通大臣 航空会社・利用者 
利用契約 

法案の概要 

【ＰＦＩ法の特例措置】：対象空港等は地域の実情を踏まえ、その意見を聴いた上で選定 
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10,000 

12,000 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

羽田便利用者合計 
 5,258万人 
（66.5％） 

その他 1,243万人（15.7％） 

関空又は伊丹便利用者（羽田便を 

除く） 945万人（12.0％） 
羽田－大阪（伊丹・関空）便利用者 
585万人（7.4％） 

 
7,905万人 

国内航空旅客数の推移（卖位：万人） 

中部又は名古屋利用者（羽田便を 

（万人） 

※ 航空輸送統計年報より航空局作成 

平成23年度 
旅客数合計 

  国内航空旅客数は増加傾向にあったが、燃油価格高騰の影響により平成19年度より減尐に転じ、平成20年秋
のリーマンショック以降の世界的な景気後退、平成23年3月の東日本大震災の影響を受けさらに減尐している。ま
た、国内全体の利用者の約７割は羽田空港の利用者である。 

（ 年度 ） 

羽田便利用者 
 4,673万人（59.1％） 

国内航空旅客輸送の動向 

国内旅客の約7割 

は羽田利用者 

昭和 平成 

除く）460万人（5.8％） 

34 

年 

（暦年） 

旅客数 

（万人） 
対前年
比（%） 

24 8,491 109 

23 7,759 - 

＜２４年（速報値）＞ 



出典：航空輸送統計年報 

・平成１１年から平成１４年の間の旅客の伸びは、幹線旅客の伸びの寄与が大きい。 

・平成１８年を境に幹線、ローカル線の双方で旅客数の減尐が見られるが、ローカル線の減尐が特に大きい。 

国内航空路線の現況（旅客数の推移：幹線/ローカル別） 
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（千人） 
（路線数） 

※路線数は右軸 

0 

50 
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0 
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60000 

80000 

100000 

120000 

旅客数合計 

旅客数（ローカル線） 

旅客数（幹線） 

路線数（総計） 



(注)  ①幹線空港：新千歳、成田、伊丹、関西、福岡及び那覇の各空港をいう。※羽田を除いている。 
    ②定期便による実績 

・地方空港間を結ぶ路線（ローカルtoローカル）は、変動があるものの、平成１６年頃から減尐を続けている。 

・幹線空港と地方空港を結ぶ路線は、ほぼ一貫して減尐傾向にあるが、特に平成１９年以降、減尐が著しい。 

・離島路線は、若干の増減はあるものの、大きな変動はない。 

国内航空路線の現況（路線数の推移） 
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出典：航空輸送統計年報 

（路線数） 
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路線種別ごとの路線数 

幹線空港＝幹線空港 

羽田＝地方空港 

幹線空港＝地方空港 

地方空港＝地方空港 

離島空港＝離島以外空港 

離島空港＝離島空港 

総計 

（※羽田含む） 



路線分類毎の航空会社の路線及び便数(平成19年から24年の推移） 

    
ＪＡＬ ＡＮＡ ＳＫＹ ＡＤＯ ＳＮＡ ＳＦＪ 

19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 

 幹線  路線数 16 17 17 17 3 9 1 1 0 0 0 2 

     便数 104.5 95.8 100.3 101.5 20.1 38.4 8 11 0 0 0 9 

   うち羽田路線 路線数 5 5 5 5 3 3 1 1 0 0 0 2 

    便数 70.5 65 62.3 63 20.1 22.4 8 11 0 0 0 9 

   うち羽田路線以外 路線数 11 12 12 12 0 6 0 0 0 0 0 0 

    便数 34 30.8 38 38.5 0 16 0 0 0 0 0 0 

 羽田＝地方路線  （幹線除く） 路線数 29 28 29 31 1 4 3 4 3 5 1 1 

  便数 115.5 128 109 118 6.2 12.2 6.6 10 18 22 11 11 

   うち低需要路線 路線数 3 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 3.5 6 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

   うちシングルトラック 路線数 10 8 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

    便数 31.5 22 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

 地方＝地方路線  （離島路線除く） 路線数 81 33 67 49 0 11 0 5 0 4 0 0 

  便数 190.6 109.6 173.4 152 0 23 0 10 0 5 0 0 

   うち低需要路線 路線数 44 15 28 20 0 3 0 3 0 3 0 0 

   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 64.6 32 42.1 34 0 6 0 4 0 3 0 0 

   うちシングルトラック 路線数 55 18 42 26 0 7 0 3 0 3 0 0 

    便数 107.7 48.6 78.1 74 0 15 0 4 0 3 0 0 

 離島路線 路線数 31 30 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 

  便数 75.6 76.3 27 20 0 5 0 0 0 0 0 0 

   うち低需要路線 路線数 25 25 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 38.2 39.2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

   うちシングルトラック 路線数 29 28 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

    便数 56.6 58.3 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
出典：各社６月ダイヤ参照（季節運航便除く） 

（羽田、新千歳、成田、大阪、関西、 
 福岡、那覇を相互に結ぶ路線） 
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路線分類毎の航空会社の路線及び便数 
(平成19年から24年の推移） 

    

ﾋﾟｰﾁ 
ｱﾋﾞｴｰｼｮﾝ 

ｱｲﾍﾞｯｸｽ 
ｴｱﾗｲﾝｽﾞ 

天草ｴｱﾗｲﾝ 
ｵﾘｴﾝﾀﾙ 
ｴｱﾌﾞﾘｯｼﾞ 

新中央航空 東邦航空 
ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑ 
ｴｱﾗｲﾝｽﾞ 

旭伸航空 
北海道 

ｴｱｼｽﾃﾑ 

19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 19年 24年 

 幹線  路線数 － 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

     便数 － 6.5 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

   うち羽田路線 路線数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

    便数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

   うち羽田路線以外 路線数 － 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

    便数 － 6.5 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

 羽田＝地方路線（幹線除く） 路線数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

  便数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

   うち低需要路線 路線数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 
   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

   うちシングルトラック 路線数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

    便数 － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 － － 0 

 地方＝地方路線（離島路線除く） 路線数 － 2 7 11 3 3 2 0 0 0 0 0 － 11 0 － － 4 

  便数 － 4 10 18.5 5.1 4.8 3 0 0 0 0 0 － 19.4 0 － － 9 

   うち低需要路線 路線数 － 2 4 6 3 2 2 0 0 0 0 0 － 10 0 － － 4 
   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 － 4 4 9 5.1 4 3 0 0 0 0 0 － 13.9 0 － － 9 

   うちシングルトラック 路線数 － 2 3 5 3 2 2 0 0 0 0 0 － 9 0 － － 4 

    便数 － 4 3 8 5.1 4 3 0 0 0 0 0 － 17.8 0 － － 9 

 離島路線 路線数 － 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 － 0 1 － － 2 

  便数 － 0 0 0 0 0 9 7.9 10 10 5 5 － 0 4 － － 2 

   うち低需要路線 路線数 － 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 － 0 1 － － 2 
   （利用者数が年間１０万人以下の路線） 便数 － 0 0 0 0 0 9 7.9 10 10 5 5 － 0 4 － － 2 

   うちシングルトラック 路線数 － 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 5 － 0 1 － － 2 

    便数 － 0 0 0 0 0 9 7.9 10 10 5 5 － 0 4 － － 2 
出典：各社６月ダイヤ参照（季節運航便除く） 

  ※北海道ｴｱｼｽﾃﾑの19年度実績は日本航空グループに含む。 

（羽田、新千歳、成田、大阪、関西、 
 福岡、那覇を相互に結ぶ路線） 
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国内航空ネットワークの推移（新規・廃止路線一覧） 

新千歳－帯広 旭川－釧路 伊丹－庄内 新千歳－山形 名古屋－帯広 新千歳－旭川 丘珠－女満別 

新千歳－函館 新千歳－鹿児島 伊丹－種子島 丘珠－女満別 名古屋－長崎 新千歳－松山 函館－旭川 

新千歳－三沢 新千歳－庄内 大島－八丈島 丘珠－稚内 名古屋－福岡 函館－釧路 成田－関西 

新千歳－紋別 新千歳－高松 関西－青森 丘珠－中標津 伊丹－佐賀 茨城－中部 成田－神戸 

丘珠－紋別 新千歳－中標津 関西－旭川 静岡-小松 伊丹－三沢 羽田－中部 関西－宮古 

函館－帯広 新千歳－那覇 関西－帯広 中部－花巻 伊丹－松本 静岡－松本 関西－福江 

函館－女満別 新千歳－松山 関西－鹿児島 中部－釧路 伊丹－石見 静岡－熊本 神戸－熊本 

仙台－函館 花巻－那覇 関西－釧路 中部－青森 伊丹－大館能代 中部－石垣 長崎－鹿児島 

中部－福島 福島－那覇 関西－高知 中部－徳島 神戸－石垣 神戸－福岡 

名古屋－北九州 新潟－佐渡 関西－松山 中部－米子 岡山-鹿児島 出雲－新千歳 

伊丹－石垣 関西－秋田 神戸－仙台 名古屋－熊本 広島西-鹿児島 徳島－新千歳 

関西－宮崎 関西－仙台 長崎－宮崎 名古屋－高知 広島西-宮崎 福岡－石垣 

神戸－熊本 関西－花巻 那覇－粟国 名古屋－山形 松山－那覇 北九州－那覇 

神戸－新潟 関西－福島   名古屋－秋田 高松-鹿児島 

福岡－青森 神戸－鹿児島   名古屋－松山 北九州－那覇 

福岡－花巻 高知－那覇   名古屋－新潟 熊本－松山 

大分－那覇 福岡－富山   
石垣－波照間 熊本－松山     

※旅客定期便のみ。全くの新規及び完全に撤退した路線を掲載。 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 
神戸－石垣 新千歳－函館 新千歳－旭川 新千歳－茨城 関西－旭川 丘珠－女満別 新千歳－岡山 

中部－石垣 伊丹－種子島 新千歳－松山 神戸－茨城 丘珠－利尻 新千歳－那覇 

関西－仙台 伊丹－屋久島 新千歳－中標津 神戸－鹿児島 成田－旭川 茨城－那覇 

熊本－神戸 静岡－新千歳 羽田－中部 神戸－長崎 成田－新潟 羽田－中部 

静岡－鹿児島 成田－関西 北九州－那覇 成田－神戸 羽田－岩国 

静岡－熊本 中部－茨城 福岡－屋久島 関西－長崎 成田－関西 

静岡－小松 名古屋－青森 福岡－与論 関西－宮古 成田－大分 

静岡－那覇 名古屋－花巻 奄美－与論 福岡－花巻 成田－鹿児島 

静岡－福岡 那覇－松山 中部－石垣 

福岡－石垣 伊丹－函館 

福岡－神戸 伊丹－三沢 

関西－長崎 

関西－鹿児島 

関西－宮古 

石垣－宮古 

新
規
路
線 

廃
止
路
線 
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４路線 

１路線 

８路線 

１１路線 

１６路線 

１３路線 

１８路線 １８路線 

１３路線 

３２路線 

１４路線 

８路線 



１．ネットワーク維持のための地方路線に係る着陸料軽減 

■ 景気後退の長期化によって未だ低迷する航空需要に鑑み、地方
航空ネットワークの維持を図るという政策目的により資するよう見
直しを行った上で、平成25年度においても継続。 

  

 ＜見直しのポイント＞ 
  ・ 従来の着陸料の軽減措置については、幹線路線を除き平成25年

度も継続。 
 ・ 地方と羽田、地方と地方を結ぶ路線の着陸料の割引率を深掘り。 
 ・ 主に地方路線やＬＣＣに使われている機材（100ｔ以下）に着目した

着陸料の引き下げ。 

２． 那覇路線、離島路線に係る着陸料、航行援助施設利用料 
   及び航空機燃料税の軽減 

■ 那覇空港発着の国内路線及び国際貨物便について、平成26年3月

31日までの間、機材の種別等に応じて着陸料及び航行援助施設利

用料を1/6～1/16に軽減。 

■ 離島発の国内路線について、機材の種別等に応じて着陸料及び

航行援助施設利用料を1/6～1/16に軽減。 

■ 沖縄路線及び離島路線に係る航空機燃料税を引き下げ 

    （軽減額は３．参照） 

３．航空機燃料税の引き下げ 

■ 我が国航空企業の国際競争力強化のため、平成23年度税制改正
において、平成23年度から25年度までの3年間、航空機燃料税を引

き下げ。 

改正前 

13,000円/㌔㍑ 

19,500円/㌔㍑ 

26,000円/㌔㍑ 
本則 

沖縄路線 

離島路線 

改正後 

18,000円/㌔㍑ 

  9,000円/㌔㍑ 

13,500円/㌔㍑ 

■ 国際旅客チャーター便促進に係る着陸料軽減（平成26年3月31日

までの間、1/2） ※羽田を除く 

■ 国際線に係る着陸料軽減（当分の間、7/10） ※羽田を除く 
■ 羽田空港発着の深夜早朝便に係る着陸料軽減（当分の間、1/2） 

※伊丹路線、国際線は除く 
■ 羽田空港着の深夜早朝国際貨物便に係る着陸料軽減（平成26年

3月31日までの間、1/2） 

４．その他の軽減措置 

航空ネットワーク維持振興のための支援措置 
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※那覇・離島路線を除く 

到着空港 

羽田 福岡 、新千歳 
羽田、福岡、新千歳 

を除く国管理・共用空港 

出
発
空
港 

羽田、伊丹、福岡、
新千歳 

本則  
6/10 

→本則 
  
  

関空、広島、高松、
松山、北九州、長崎、
熊本、大分、宮崎、
鹿児島、小松 

3/4 

  

6/10 
→1/2 

 
 

釧路、函館、高知、
米子（美保）、岩国、
徳島 

3/5 
→1/2 

旭川、帯広、秋田、
山口宇部、女満別、
青森、庄内、富山、
神戸、鳥取、出雲、
岡山、佐賀 

1/2 
→2/5 

稚内、紋別、中標津、
三沢、大館能代、山
形、能登、单紀白浜、
石見 

1/3 
→1/5 

その他 

 本則単価（国内線） 
    ～  25ｔ ：   950円 →   850円 
  25ｔ～100ｔ ： 1,380円 → 1,330円 

 
100ｔ～200ｔ ： 1,650円 
200ｔ～      ： 1,800円 



国内観光（全体）の近年の状況変化 

41 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

飛行機 

新幹線 
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48,000 

50,000 

52,000 

54,000 

56,000 

58,000 

60,000 

62,000 

64,000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

旅行卖価（国内・宿

泊・観光目的） 

年間旅行回数（国内・

宿泊・観光目的） 

国内宿泊旅行の動向について見ると 

・一人当たりの年間旅行回数は減尐傾向にあり、２００５年から２０１０年にかけて２割ほど減尐。 

・また、旅行卖価も減尐傾向にあり、２００６年から２０１０年にかけて１割強減尐。特に、２００８年から旅行卖価が
下落しており、リーマンショック時に安価な旅行が志向されたことがうかがえる。 

国内宿泊旅行（観光目的）の動向 
（円／人回） （回／人年） 

国内宿泊旅行の（最長輸送）交通モードシェア 

最長輸送交通モードシェアについて見ると 

・飛行機は、一貫してシェアが減尐傾向（０４年１６．０％→１０年１０．７％）にある。 

・２００８年から２０１０年にかけて、飛行機、新幹線のシェアが減尐する一方、自家用車、レンタカー、貸切バスの
シェアが伸びている。 

観光庁 旅行・観光消費動向調査より作成 



  

整備新幹線の整備による影響（九州新幹線開業） 
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区間* 大阪⇔熊本 大阪⇔鹿児島 

手段 航空機 
伊丹 

｜ 

熊本 

新幹線 
新大阪 

｜ 

熊本 

航空機 
伊丹 

｜ 

鹿児島 

新幹線 
新大阪 

｜ 

鹿児島中央 

運賃 

所要
時間 

約3時間 

30分 

約3時間 

20分 

約3時間 

40分 

約4時間 

00分 

・全国の旅客数の減尐率（3.8%）と比べると大きな減尐率であり、新幹線の開業の影響は大きいとみられる。 

・旅客数の絶対数では、上記2ペアの旅客の移動で26万人の減尐であり、全国的減尐傾向（316万人の減）
の1割弱程度寄与している。 

・新幹線開業後、2都市間の所要時間と運賃は航空と鉄道の間で十分競合する水準となっており、適用され
る運賃次第で新幹線に旅客が流れる状況となっている。 

＊３都市の起点はそれぞれ、大阪（梅田）駅、熊本駅、鹿児島中央駅と仮定。 

※航空機利用の所要時間には、空港内移動・搭乗手続時間として、搭乗空港40分、 

  到着空港15分を考慮。また、空港までの移動は鉄道またはバスを利用と仮定。 

※新幹線利用は、通常期の「みずほ（最速タイプ）」とし、新大阪駅での乗換標準時分10分を考慮。 
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100 

熊本⇔伊丹 鹿児島⇔伊丹 

Ｈ22年度 

Ｈ23年度 

１７．７％の減 

（万人） 

１８．９％の減 

○利用者数の推移（H22-H23） ○２都市間の移動料金・所要時間 （航空機と新幹線） 

18,320円 
（普通車指定席） 

14,400円 
（割引運賃利用時） 

21,600円 
（普通車指定席） 

17,000円 
（割引運賃利用時） 

24,590円 
（普通運賃利用時） 

28,420円 
（普通運賃利用時） 

11,090円 
（割引運賃利用時） 

11,620円 
（割引運賃利用時） 
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航空会社の競争力及び航空に係る公租公課の現状 
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日本と諸外国のコスト比較(ユニットコストベース)① 

(注)記載のエアラインは、有償旅客人キロが上位のエアライン及び乗降客数の多い国にある代表的なエアラインを抽出している。 

(出典)データベース及び各社プレスリリースより作成。ANAは2012年3月期の連結決算のうち、「航空事業セグメント」の数値を使用。JALは2013年3月期第3四半期決算説明会資料
より「航空運送連結」の値を使用し、破綻前については2010年3月期第2四半期決算説明会資料(4月～9月)より「航空運送事業」の値を使用。Lufthansaは2011年12月期の連結決算
のうち、「Passenger Airline Group」セグメントの数値を使用。KLM、Iberia、Air Indiaは2010年度の数値を使用。その他は2011年度の数値を使用。 

(注)2013年1月時点の為替レートを使用： 1USD＝89.92円、1CAD＝93.03円、1GBP＝141.91円、1EUR＝120.20円、1AUD＝96.33円、1SGD＝75.75円、1MYR＝30.35円、
1IDR＝1.74円、1THB＝3.15円、1RMB＝15.04円、1KRW＝0.086円、1AED＝25.61円 

(円/人・km) 
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航空会社のユニットコストに占める公租公課の負担割合 

45 1.対象となるエアラインは、羽田に乗り入れている本邦エアライン6社が対象 

注：Transavia、Vueling、Air Arabia、JALについては内訳未入手のため表示していない。 

Lufthansa、Air Berlinの空港使用料について、バゲージハンドリングに係る費用が含まれている（他社はその他業務委託費等にカウント）ためコストに占める割合が高くなっている。 

 (出典)「日本と諸外国のコスト比較(ユニットコストベース)①」の資料と同じ。 

また、本邦航空会社のコストに占める航空機燃料税の割合は2%程度1)で、空港使用料と合わせてコストの10～14%程度を占める 

各国航空会社のユニットコストの内訳を百分率表示としたもの 
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日本と諸外国のコスト比較(ユニットコストベース) ③ 

(注)1航空機あたり平均離陸回数は離陸回数を保有及びリース航空機の数で除したもの。(出典)離陸回数・航空機数は、Skymark、Air Berlin、Tiger Airways、Air Asia、Spicejet、
Vuelingはデータベースから取得し、その他エアラインはWorld airport transport statistics(IATA 2010年度)から取得。ANAは2012年3月期の連結決算のうち、「航空事業セグメント」の
数値を使用。JALは2013年3月期第3四半期決算説明会資料より「航空運送連結」の値を使用。 Lufthansaは2011年12月期の連結決算のうち、「Passenger Airline Group」セグメント
の数値を使用。Delta、Southwest、Air Canada、British Airways、easyJet、Air France、Air Berlin、Vueling、Aer Lingus、Ryanair、Emirates、Qantas、Singapore、Tiger Airways、
Thai、Malaysia Airlines、Air Asia、Spicejet、Korean Airlines、Skymarkは2011年度の数値を使用。KLM、Iberia、Air Indiaは2010年度の数値を使用。  

(注)2013年1月時点の為替レートを使用： 1USD＝89.92円、1CAD＝93.03円、1GBP＝141.91円、1EUR＝120.20円、1AUD＝96.33円、1SGD＝75.75円、1MYR＝30.35円、1IDR

＝1.74円、1THB＝3.15円、1RMB＝15.04円、1KRW＝0.086円、1AED＝25.61円 
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日本と諸外国のコスト比較(ユニットコストベース)④ 

(出典)平均飛行距離は、Skymark、Air Berlin、Tiger Airways、Air Asia、Spicejet、Vuelingはデータベースから取得し、その他エアラインはWorld airport transport statistics(IATA 

2010年度)から取得。ANAは2012年3月期の連結決算のうち、「航空事業セグメント」の数値を使用。JALは2013年3月期第3四半期決算説明会資料より「航空運送連結」の値を使用。 

Lufthansaは2011年12月期の連結決算のうち、「Passenger Airline Group」セグメントの数値を使用。Delta、Southwest、Air Canada、British Airways、easyJet、Air France、Air 

Berlin、Vueling、Aer Lingus、Ryanair、Emirates、Qantas、Singapore、Tiger Airways、Thai、Malaysia Airlines、Air Asia、Spicejet、Korean Airlines、Skymarkは2011年度の数値
を使用。KLM、Iberia、Air Indiaは2010年度の数値を使用。  

(注)2013年1月時点の為替レートを使用： 1USD＝89.92円、1CAD＝93.03円、1GBP＝141.91円、1EUR＝120.20円、1AUD＝96.33円、1SGD＝75.75円、1MYR＝30.35円、1IDR

＝1.74円、1THB＝3.15円、1RMB＝15.04円、1KRW＝0.086円、1AED＝25.61円 
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日本と諸外国の売上高比較(ユニットレベニューベース) 

(出典)国内線シェア・平均飛行距離は、Skymark、Air Berlin、Tiger Airways、Vuelingはデータベースから取得し、その他エアラインはWorld airport transport statistics(IATA 2010年
度)から取得。 ANAは2012年3月期の連結決算のうち、「航空事業セグメント」の数値を使用。JALは2013年3月期第3四半期決算説明会資料より「航空運送連結」の値を使用。 

Lufthansaは2011年12月期の連結決算のうち、「Passenger Airline Group」セグメントの数値を使用。Delta、Southwest、Air Canada、British Airways、easyJet、Air France、Air 

Berlin、Vueling、Aer Lingus、Ryanair、Qantas、Tiger Airways、Thai、Malaysia Airlines、Korean Airlines、Skymarkは2011年度の数値を使用。KLM、Iberia、Air Indiaは2010年度
の数値を使用。(注)2013年1月時点の為替レートを使用： 1USD＝89.92円、1CAD＝93.03円、1GBP＝141.91円、1EUR＝120.20円、1AUD＝96.33円、1SGD＝75.75円、1MYR＝
30.35円、1IDR＝1.74円、1THB＝3.15円、1RMB＝15.04円、1KRW＝0.086円、1AED＝25.61円 

48 

ユニット 
レベニュー 

(円) 

平均飛行距離(km) 



日本と諸外国の営業利益比較(ユニット営業利益ベース) 
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(出典)国内線シェア・平均飛行距離は、Skymark、Air Berlin、Tiger Airways、Vuelingはデータベースから取得し、その他エアラインはWorld airport transport statistics(IATA 2010年
度)から取得。 ANAは2012年3月期の連結決算のうち、「航空事業セグメント」の数値を使用。JALは2013年3月期第3四半期決算説明会資料より「航空運送連結」の値を使用。 

Lufthansaは2011年12月期の連結決算のうち、「Passenger Airline Group」セグメントの数値を使用。Delta、Southwest、Air Canada、British Airways、easyJet、Air France、Air 

Berlin、Vueling、Aer Lingus、Ryanair、Qantas、Tiger Airways、Thai、Malaysia Airlines、Korean Airlines、Skymarkは2011年度の数値を使用。KLM、Iberia、Air Indiaは2010年度
の数値を使用。(注)2013年1月時点の為替レートを使用： 1USD＝89.92円、1CAD＝93.03円、1GBP＝141.91円、1EUR＝120.20円、1AUD＝96.33円、1SGD＝75.75円、1MYR＝
30.35円、1IDR＝1.74円、1THB＝3.15円、1RMB＝15.04円、1KRW＝0.086円、1AED＝25.61円 
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○近年、平均飛行距離は増加傾向であるが、運航回数は、幹線で増加、ローカル線で低下傾向にある 

○平均的な運賃の状況を表すイールドについては、ＬＣＣの参入等もあり、平成24年度に低下がみられる  

近年の国内定期航空輸送の状況 
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（平均飛行距離及び運航回数の推移（Ｈ20ベース変化率）） 

（円） 

平成２４年度 

 ＬＣＣ以外平均：17.0円、 ＬＣＣ平均：  6.7円 

（出所）航空局・情報公開資料 

幹線：平均飛行距離 

幹線：運航回数 

全体：平均飛行距離 

全体：運航回数 

ローカル線：運航回数 

ローカル線： 

 平均飛行距離 

（出所）航空輸送統計年報 



本邦航空会社の業績推移と他運輸業界の比較 
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○ 日本のエアラインの過去実績を振り返ると、世界の航空会社同様に業績が乱高下している 
○ 航空業界は、鉄道・海運業界の運輸業界に比して収益が低い業界である 

平均営業利益率(%) 

本邦航空会社：2.6% 

IATA加盟国航空会社：1.5% 

営業収入（億円） 営業利益率（%） 

注：本邦運輸業界の数値については、各業界大手３社を対象。 
出典：各社決算資料より国土交通省航空局作成 

本邦鉄道会社：17.0% 

本邦海運会社：6.5% 

米国同時 
多発テロ 

SARS 
イラク戦争 

リーマン 
ショック 東日本大震災 

欧州経済危機 

JAL 
経営破綻 



本邦エアラインのユニットコスト推移 
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○ 平成23年度と平成20年度を比較すると、燃料費が高騰したものの、集中改革期間におけるエアライン各社のコスト削減の取り 
 組み及び航空機燃料税減税によって、ユニットコストが低減した 

1.シンガポール・ケロシンの年度平均 ； 2. 対象となるエアラインは、羽田に乗り入れている本邦エアライン6社が対象 

出典：各社決算資料等より国土交通省航空局作成 

-13%（うち、航燃税 

減税効果は1.4%） 

集中改革期間
（航燃税減税） 

 

＋ 
 

各社の 

自助努力 

100 87 

ユニットコストの比較（平成20年度を100とした場合）2) 燃油価格の比較（平成20年度を100とした場合）1) 

+20% 

100 120 

燃料費が上昇トレンドの中、航空機燃料税の減税は航空会社の成長に一定程度貢献 

まだ事業規模の大きくないLCCにとっても、航空機燃料税の軽減の効果は大きく数億円～十数億円の効果 
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各空港における旅客1人あたり公租公課等(国内線)―欧米 
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B767-300 国内線

航空会社負担－着陸料 航空会社負担－停留料 航空会社負担－空港施設使用に係る料金 航空会社負担－環境対策に係る料金

旅客負担－航空旅客税 旅客負担－旅客施設使用料 旅客負担－保安料 旅客負担－その他

(円/人)

753 518 562 665 1,379 1,263 1,995 2,623 236 707 729 1,287 2,101 572 1,264

14% 11% 11% 14% 20% 21% 37% 49% 6% 20% 63% 100% 100% 86% 69%

4,604 4,334 4,671 3,936 5,388 4,770 3,379 2,713 3,709 2,780 420 0 0 96 572

86% 89% 89% 86% 80% 79% 63% 51% 94% 80% 37% 0% 0% 14% 31%

航空会社
負担

旅客
負担

(注)一発着あたりで試算。航空会社負担－空港施設使用に係る料金に含まれる主な公租公課は、搭乗橋使用料、手荷物取扱料、ターミナルビル使用料である。旅客負担－その他に含ま
れる主な公租公課は、イギリス・ドイツの空港ではPRM料と手荷物取扱料、フランスの空港ではPRM料と航空券連帯税である。羽田空港の着陸料は本則の3/4、新千歳空港の着陸料は
本則の1/2とした。「旅客負担―保安料」について、フランスは空港税として徴収している。消費税・付加価値税はグラフに参入していない。次ページ以降のスライドも同様である。 

(注)アメリカのチケット税算出にあたり、Research and Innovative Technology Administration の公表する、各空港における国内線チケット金額の平均値を用いた。 

JFK空港:USD388/人、アトランタ空港:USD348/人、ロサンゼルス空港:USD398/人、ミッドウェー空港:USD289/人 (注)海外空港は2012年時点、国内空港は2013年4月現在の料金体系
により算定。2013年1月時点の為替レートを使用： 1ドル＝89.92円、1ポンド＝141.19円、1ユーロ＝120.20円(出典：IATA Airport, ATC and Fuel Charges Monitor) 

○ 欧米諸国と比べると、日本の空港の着陸料は高くなっているものの、全体的な水準は低い傾向にある 
○ 日本の空港は、欧米諸国の空港に比べ、旅客への負担割合が低く、航空会社の負担割合が高い傾向にある 
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各空港における旅客1人あたり公租公課等(国内線)―アジア・豪 
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B767-300  国内線

航空会社負担－着陸料 航空会社負担－停留料 航空会社負担－空港施設使用に係る料金 航空会社負担－環境対策に係る料金

旅客負担－航空旅客税 旅客負担－旅客施設使用料 旅客負担－保安料 旅客負担－その他

(円/人)

0 939 154 1,057 1,057 0 40 18 0 211 211 198 308 729 1,287 2,101 572 1,264

- 61% 31% 85% 85% - 100% 1% 0% 44% 44% 30% 49% 63% 100% 100% 86% 69%

0 593 344 180 180 0 0 2,948 2,196 273 273 473 315 420 0 0 96 572

- 39% 69% 15% 15% - 0% 99% 100% 56% 56% 70% 51% 37% 0% 0% 14% 31%

航空会社
負担

旅客
負担

(注)チャンギ空港・香港空港では国内線が運航されていないため、試算から除外している。 

(注)一発着あたりで試算。航空会社負担－空港施設使用に係る料金に含まれる主な公租公課は、搭乗橋使用料、手荷物取扱料、ターミナルビル使用料である。旅客負担－その他に
含まれる主な公租公課は、手荷物取扱料、ターミナルビル使用料である。羽田空港の着陸料は本則の3/4、新千歳空港の着陸料は本則の1/2とした。 

(注)海外空港は2012年時点、国内空港は2013年4月現在の料金体系により算定。2013年1月時点の為替レートを使用： 1シンガポールドル＝75.75円、1韓国ウォン＝0.086円、1中
国元＝15.04円、1香港ドル＝12.09円、1台湾ドル＝3.18円、1オーストラリアドル＝96.33円、1マレーシアリンギット＝30.35円、1タイバーツ＝3.15円(出典：IATA Airport, ATC and 

Fuel Charges Monitor) 

○ アジア諸国と比べると、日本の空港の着陸料は高くなっており、全体的な水準もオーストラリアを除き高い傾向にある 
○ 日本の空港は、中国を除くアジア諸国の空港に比べ、旅客への負担割合が低く、航空会社の負担割合が高い傾向にある 
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各空港における旅客1人あたり公租公課等(国際線)―欧米 
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B767-300 国際線

航空会社負担－着陸料 航空会社負担－停留料 航空会社負担－空港施設使用に係る料金 航空会社負担－環境対策に係る料金

旅客負担－航空旅客税 旅客負担－旅客施設使用料 旅客負担－保安料 旅客負担－その他

(円/人)

1,604 758 899 1,190 1,922 2,519 3,351 4,279 326 1,262 3,523 2,848 3,203 2,493 2,763

22% 11% 11% 14% 11% 16% 35% 50% 4% 21% 64% 54% 56% 70% 54%

5,836 5,836 6,962 7,275 15,040 13,011 6,103 4,346 7,182 4,881 2,001 2,420 2,524 1,049 2,381

78% 89% 89% 86% 89% 84% 65% 50% 96% 79% 36% 46% 44% 30% 46%

航空会社
負担

旅客
負担

(注)一発着あたりで試算。航空会社負担－空港施設使用に係る料金に含まれる主な公租公課は、搭乗橋使用料、手荷物取扱料である。旅客負担－その他に含まれる主な公租公課
は、イギリス・ドイツの空港ではPRM料と手荷物取扱料、フランスの空港ではPRM料と航空券連帯税である。新千歳空港の着陸料は本則の7/10とした。「旅客負担―保安料」について、
フランスは空港税として徴収している。 (注)海外空港は2012年時点、国内空港は2013年4月現在の料金体系により算定。2013年1月時点の為替レートを使用： 1ドル＝89.92円、1ポン
ド＝141.19円、1ユーロ＝120.20円 (出典：IATA Airport, ATC and Fuel Charges Monitor) 

○ 欧米諸国と比べると、日本の空港の着陸料は高くなっているものの、全体的な水準は低い傾向にある 
○ 日本の空港は、欧米諸国の空港に比べ、旅客への負担割合が低く、航空会社の負担割合が高い傾向にある 
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各空港における旅客1人あたり公租公課等(国際線)―アジア・豪 
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B767-300 国際線

航空会社負担－着陸料 航空会社負担－停留料 航空会社負担－空港施設使用に係る料金 航空会社負担－環境対策に係る料金

旅客負担－航空旅客税 旅客負担－旅客施設使用料 旅客負担－保安料 旅客負担－その他

(円/人)

2,030 1,522 884 1,932 1,932 1,610 831 297 0 412 412 661 602 3,523 2,848 3,203 2,493 2,763

49% 37% 46% 61% 61% 47% 47% 3% 0% 17% 17% 21% 21% 64% 54% 56% 70% 54%

2,121 2,571 1,032 1,233 1,233 1,850 954 10,891 7,649 1,973 1,973 2,520 2,205 2,001 2,420 2,524 1,049 2,381

51% 63% 54% 39% 39% 53% 53% 97% 100% 83% 83% 79% 79% 36% 46% 44% 30% 46%

航空会社
負担

旅客
負担

(注)一発着あたりで試算。航空会社負担－空港施設使用に係る料金に含まれる主な公租公課は、搭乗橋使用料、手荷物取扱料、ターミナルビル使用料である。旅客負担－その他に
含まれる主な公租公課は、手荷物取扱料、ターミナルビル使用料である。新千歳空港の着陸料は本則の7/10とした。 

(注)海外空港は2012年時点、国内空港は2013年4月現在の料金体系により算定。2013年1月時点の為替レートを使用： 1シンガポールドル＝75.75円、1韓国ウォン＝0.086円、1中
国元＝15.04円、1香港ドル＝12.09円、1台湾ドル＝3.18円、1オーストラリアドル＝96.33円、1マレーシアリンギット＝30.35円、1タイバーツ＝3.15円 

(出典：IATA Airport, ATC and Fuel Charges Monitor) 

○ アジア諸国と比べると、日本の空港の着陸料は高くなっており、全体的な水準もオーストラリアを除き高い傾向にある 
○ 日本の空港は、中国を除くアジア諸国の空港に比べ、旅客への負担割合が低く、航空会社の負担割合が高い傾向にある 



「地震に強い空港のあり方検討委員会」における空港施設の耐震性向上方針（Ｈ１９．４） 

■地震災害時に求められる空港の役割と今後の進め方 

■耐震性の現況（H25.3月現在） 

空港の地域的分布や地震発生確率・整備に
要する費用等を考慮した上で、緊急輸送に 

活用できる空港から一定範囲内の人口の 

割合を早期に向上する 

緊急物資及び人員等の輸送拠点 

緊急輸送の拠点となる空港 

航空輸送上重要な空港 

羽田、成田国際、関西国際、大阪国際、中部国際、新千歳、仙台、
新潟、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇の各空港で耐震性向上を
推進 

航空ネットワークの維持 背後圏経済活動の継続性確保 ・発災後早期に緊急・救命活動拠点 

 として機能 

・発災後３日以内に、緊急物資及び 

 人員の輸送拠点として機能 

・発災後３日を目途に民航機の運航を再開 

（極力早期に通常時の５０％の施設能力を回復） 

空港の耐震性向上に向けた取り組み 

新千歳 

仙台 

鹿児島 

広島 

新潟 

中部国際 

那覇 
羽田 

伊丹 

■航空輸送上重要な１３空港の配置 

成田 

関空 
高松 

福岡 

● 航空輸送上重要な空港の機能確保済 

● 緊急物資輸送拠点の機能確保済 

区分 耐震事業実施状況 区分 耐震事業実施状況
羽田 ○ B,D-RWY等耐震済,C-RWY液状化対策(H25d開始予定） ○ 無線局舎未実施(H25ｄ以降完了予定)

成田 ◎ △ 庁舎実施中(H33d末完了予定)

関空 ◎ △ 庁舎等実施中(H26ｄ末完了予定)

伊丹 △ B-RWY地下道部液状化対策実施中(H25.7末完了予定) ◎
中部 ◎ ◎

新千歳 △ RWY地下排水溝部液状化対策実施中(H25ｄ以降完了予定) ○ 消防車庫等未着手(H25ｄ以降完了予定）

仙台 ○ RWY,平行C1-TWY液状化対策着手未定 ○ 消防車庫等未着手(H25ｄ以降完了予定）

新潟 △ RWY液状化対策実施中(H25ｄ以降完了予定) ○ 消防車庫等未着手(H25ｄ以降完了予定）

広島 ◎ ○ 消防車庫等未着手(H25ｄ以降完了予定）

高松 ◎ ○ 消防車庫等未着手(H25ｄ以降完了予定）

福岡 ○ ◎
鹿児島 ◎ △ 庁舎等未着手(H25ｄ以降完了予定)

那覇 ○ 取付TWY下の排水溝未着手 △ 庁舎等未着手(H25ｄ以降完了予定)

○：自衛隊輸送機の離発着が可能となる滑走路等の基本施設や、航空機との通信・管制のための施設等
　　 の耐震性が確保済

△：自衛隊輸送機の離発着が可能となる滑走路等の基本施設や、航空機との通信・管制のための施設等
　　 の耐震性を確保している最中で、完了していない状態

基本施設 その他施設

◎：定期民間航空機の運航を再開し、50％相当の輸送能力確保に必要な施設について耐震性が確保済
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＜施設の維持管理及び更新・改良＞ 

 定期点検等維持管理を着実に実施し、その結果等を基に、耐用年数による画一的な

老朽化更新ではなく、予防保全的維持管理を踏まえた、実態に即した更新・改良を実施

し、既存空港の機能を健全な状態に保持する。 

既存空港の機能保持 

ILS（計器着陸装置）の更新 

誘導路の改良 進入灯の更新 

管制卓の更新 

＜安全・安心の確保＞ 

 ヒューマンエラーを予防するた

め、滑走路占有状態等をパイロッ

トへ視覚的に表示・伝達するシス

テムの整備を推進する。 

滑走路誤進入対策 

空港における安全・安心の確保 

滑走路上に離着陸中の航空機があり、
滑走路へ進入できない状態であること
を灯火点灯によりパイロットへ伝達 

滑走路状態表示灯 

パイロット席から見たときの警告状態 

空港施設の維持管理 

舗装の点検状況 

躯体等の点検状況 
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○航空機の安全な運航を確保するため、定期点検等維持管理を着実に実施するとともに、老朽化が進んでいる施設に
おいては予防保全的維持管理を踏まえた施設の更新・改良を行う。 

   また、「空港内の施設の維持管理等に係る検討委員会」による緊急レビュー（平成２５年３月）を踏まえ、改善を図る
こととしている。 

○安心して利用できる航空輸送を実現するため、滑走路誤進入対策等を進める。 



○ 全国にある空港の更新・改良等を順次進めるべく、これまでに引き続き、毎年度一定の事業費のほか、空港能
力向上等のための事業費が必要。 

羽田空港の機能維持・向上 

 【国際線地区の拡充】 

○ 国際線９万回への増枠に必要な整備 

  エプロン増設・改良／ＣＩＱ施設の増設／空港アクセス道路改良 
 
 【発着容量の拡大】 

○ 発着容量44.7万回への増枠に必要な整備 

  エプロンの新設・改良 
 
 【長距離国際線の輸送能力増強】 

○ 深夜早朝時間帯に就航する長距離国際線の大型化を可能 

  Ｃ滑走路延伸事業 

航空管制の機能維持・向上 

・管制施設の性能確保 

航空機を安全に飛行させるために不可欠な精密機器であり、健全に維
持管理することが重要。寿命を迎える前の更新（取替）が必要。 

航空路監視レーダー 
（航空路の航空機の監視） 

管制情報処理システム 
（管制室） 

管制情報処理システム 
（管制塔） 

空港監視レーダー 
（空港周辺の航空機の監視） 

航空路管制に必要な施設 

空港管制に必要な施設 

今後の空港整備事業 
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以下の事業について、休止・繰り延べなどによ
り、卖年度事業費の大幅な縮減を図った。 
 
 

○耐震化（基本施設の液状化対策、航空保安

施設の耐震補強等） 

○無線施設、電源設備の更新等  

○誘導路、エプロンの老朽化更新等 

○ターミナル地区再編等の高質化事業  

○その他 

羽田 
２８３億円 

平成２３年度事業における歳出の見直しの基本的考え方 

○航空機燃料税の軽減措置に伴う整備財源の大幅な減収見込みに対応し、平成２３年度の整備事業費について、大
胆かつ徹底的な見直しを実施 

 ➢優先的に実施する事業について、可能な限り経費の縮減に努める 
 ➢それ以外の事業について、予算額の見送りもしくは削減を実施 
   －安全性向上事業：施設の重要性及び老朽度合いから優先順位を考慮し、安全運航に支障の無い範囲で実施 
   －利便性向上事業：安全運航に直接関係がないものについて実施 

※前年度並の事業規模を 
前提とした当初想定案 

１，１６５億円 

環境対策 ５３億円 

関空・中部 ９６億円 

成田 ４億円 

当初想定案と比較して 

実際の事業実施段階において 

見直した主な事業 

▲３９２億円 
  

一般空港 
４９１億円  

 

航空路 
 ２３６億円 

高質化調査費 ２億円 

羽田 １５６億円 

環境対策 ５２億円 

関空・中部 ９３億円 

成田 ２億円 

一般空港 
３０２億円  

 

航空路 
 １９６億円 

高質化調査費 １億円 

実際の事業規模 
（平成２３年度予算額） 

７７３億円（国費 ７１９億円） 
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プール財源 

アメリカ イギリス フランス ドイツ 日本 

AATF 

空港・航空路信託基金 なし 
BACEA 

管制・航空運営特別会計 なし 空港整備勘定 

旅客 

負担 

航空
会社
負担 

航空 

燃料税 

航行援
助施設
使用料 

空港 

使用料 

航空 

旅客税 

その他 

なし 

・航空機燃料税(419億
円) 

⇒空港整備に活用 

・航行援助施設利用料
(1,199億円) 

⇒航行援助施設の 

維持・運営に活用 

・着陸料、停留料、 

保安料(724億円) 

⇒空港維持・運営等に
活用 

 

・一般財源(288億円) 

・復旧復興対策分(24

億円) 

・地方公共団体負担
金(19億円) 

⇒空港整備に活用 

 

・雑収入等(508億円) 

⇒空港維持・運営等
に活用 

：プール財源 

・国際線出発・到着税 

・国内線セグメント税 

・チケット税等(計106億ド
ル)⇒空港・航行援助施
設整備等に活用 

・商用ジェット機燃料税 

(3.8億ドル)、民間航空
燃料税(1.5億ドル)⇒空
港・航行援助施設整備
等に活用 

・上空通過税(0.5億ド
ル) ⇒路線補助に活用 

・着陸料、停留料、旅客
施設使用料、保安料等 

⇒空港運営者が空港
維持・運営等に活用 

・一般財源(46億ドル) 

⇒航空管制の人件費
に活用 

・航空貨物・郵便税 

(4.3億ドル) 

⇒空港・航行援助施
設整備等に活用 

・航空旅客税(26億ポ
ンド) 

⇒一般財源へ 

 

・炭化水素油税 

⇒一般財源へ 

・航行援助施設利用
料⇒航行援助施設の
維持・運営等に活用 

・着陸料、停留料、旅客
施設使用料、保安料等 

⇒空港運営者が空港
維持・運営等に活用 

 

・規制対象主体(空
港運営者・NATS・エ
アライン等)から徴収
する料金 

・エアライン・パイロッ
トから徴収するライ
センス料 

⇒安全規制・経済規
制に活用 

・民間航空税(4.0億ユー
ロ)⇒航行援助施設の維
持・運営等に活用 

・石油産品内国消費税 

⇒一般財源へ 

・航行援助施設利用料
(14.2億ユーロ) 

⇒航行援助施設の 

維持・運営等に活用 

・騒音税⇒一般財源へ 

・着陸料、停留料、旅客
施設使用料、空港税等 

⇒空港運営者が空港
維持・運営等に活用 

・一般財源⇒空港整備
に活用 

 

・航空旅客税(10億
ユーロ) 

⇒一般財源へ 

・エネルギー税 

⇒一般財源へ 

・航行援助施設利用料
⇒航行援助施設の維
持・運営等に活用 

 

・着陸料、停留料、旅客
施設使用料、保安料等 

⇒空港運営者が空港維
持・運営等に活用、連邦
警察が保安業務に活用 

・一般財源 

・規制監督業務に関す
る手数料等・連邦規制
監督庁としての手数料
等 

⇒空港の監督等に活
用 

・航空券連帯税(1.7億
ユーロ)⇒UNITAID等 
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プール財源 

：プール財源 オーストラリア シンガポール 韓国 日本 

なし なし 
交通施設特別会計 

空港勘定 空港整備勘定 

なし なし 

なし 旅客 

負担 

航空
会社
負担 

航空 

燃料税 

航行援
助施設
使用料 

空港 

使用料 

航空 

旅客税 

その他 

なし 

・航空機燃料税(419億円) 

⇒空港整備に活用 

・航行援助施設利用料
(1,199億円) 

⇒航行援助施設の 

維持・運営に活用 

・着陸料、停留料、 

保安料(724億円) 

⇒空港維持・運営等に活用 

 

・一般財源(288億円) 

・復旧復興対策分(24億円) 

・地方公共団体負担金(19億
円) 

⇒空港整備に活用 

 

・雑収入等(508億円) 

⇒空港維持・運営等に活用 

・航空燃料消費税 

⇒安全規制、航行援助施設
の維持・運営に活用 

・航空旅客税(6.46億ドル) 

⇒入国審査に活用 

・航行援助施設利用料 

・航空レスキュー・消防料 

(8.61億ドル)⇒航行援助施設
の維持・運営等に活用 

・気象料⇒気象庁が気象情
報提供に活用 

・着陸料、停留料、旅客施設
使用料、保安料等 

⇒空港運営者が空港維持・
運営等に活用 

・航空旅客税(0.98億ドル) 

⇒安全規制・経済規制・ 

航行援助施設の維持・運営
等に活用 

・上空通過料(1.02億ドル) 

⇒航行援助施設の維持・運
営等に活用 

・着陸料、停留料、旅客施設
使用料、保安料等 

⇒空港運営者が空港維持・
運営等に活用 

・一般財源 

⇒安全規制、経済規制、路
線補助等に活用 

・CAGから徴収する地代
(0.73億ドル)、ライセンス料
(0.03億ドル) 

・航空会社から徴収する認
定・試験・ライセンス料(0.13

億ドル) 

・航空会社から徴収するト
レーニング料(0.08億ドル) 

⇒安全規制・経済規制・ 

航行援助施設の維持・運営
等に活用 

・一般財源 

・空港開発事業・空港騒音対
策事業関連移転補償 

・移住団地分譲代金 

・収入金 

・借入金 

⇒航行援助施設の維持・運
営、安全規制、経済規制等
に活用 

・騒音料⇒安全規制、経済
規制等に活用 

・着陸料、停留料、旅客施設
使用料等⇒空港運営者が空
港維持・運営等に活用 

・航行援助施設利用料 

⇒航行援助施設の維持・運
営、安全規制、経済規制等
に活用 
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（最大離陸重量t-200t） × 1,800円 

（最大離陸重量t-100t） × 1,650円 

292,250円 （最大離陸重量t-25t） × 1,380円（※） 
127,250円 

（最大離陸重量 t） × 950円（※） 23,750円 

（騒音値 -83） × 3,400円 （騒音値 -83） × 3,400円 （騒音値 -83） × 3,400円 （騒音値 -83） × 3,400円 

25t以下 26t～100t 101t～200t 201t～ 

航空機の最大離陸重量 

最大離陸重量：航空機の機種ごとに定められたその航
空機の離陸時にとり得る重量の最大値。 

騒音値：      離陸測定点と進入測定点における航空
機の騒音値を相加平均して得た値。 注）国際航空に従事する航空機が羽田空港に着陸する場合の着陸料は2,400円/tを徴収 

１．着陸料 

2）その他の航空機 

２．停留料（２４時間毎の額） 

1）24t以上の航空機 

2）23t以下の航空機 

有償旅客１人につき、１００円  有償貨物１トンにつき、３００円  ３．保安料 

1）ターボジェット機 

注） 
３時間未満の駐機については
無料。 
ただし、国際航空に従事する航
空機が羽田空港に停留する場
合の停留料は、  
 
０～３時間      ２００円／ｔ 
３～２４時間      ５０円／ｔ 
その後２４時間毎  ５０円／ｔ 
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我が国の国管理空港における空港使用料の算定方法 

（最大離陸重量t-100t） × 70円 

（最大離陸重量t-25t） × 80円 
8,250円 

（最大離陸重量 t） × 90円 2,250円 

25t以下 26t～100t 101t以上 

航空機の最大離陸重量 

（最大離陸重量t-6t） × 30円 

1,620円 1,620円 
810円 

3t以下 4t～6t 7t～23t以上 

航空機の最大離陸重量 

※国内航空に従事する航空機については、軽減措置により、25t以下：850円、 26t～100t：1,330円 

（最大離陸重量t-6t） ×590円 

1,000円 700円 

6t以下 7t以上 

航空機の最大離陸重量 

○我が国の空港使用料のうち、着陸料は、使用する航空機の重量・騒音値に応じて定まるため、事業者にとっては固定費用として捉えら
れ、一定の景気変動リスクを負担する構造となっている面がある。 



我が国の航行援助施設利用料とＩＣＡＯ推奨の比較 

管制、情報提供 

ＩＣＡＯ推奨の航行援助施設利用料 

飛行場料金の体系 

空港への離着陸等において提供される管制サービスにかかる料金  

※ 飛行距離に関係なく重量に応じて課金される 

航空路（陸上）料金の体系 

管制部及びターミナルレーダー管制所の管轄空域を通過する際に提供される管制サービ
スにかかる料金 

※ 飛行距離及び、重量に応じて課金される 

 
航空路（洋上）料金の体系 

洋上管制区を通過する際に提供される管制サービスにかかる料金 

※ 飛行距離及び、重量を考慮して課金することができる。 

無線 

施設 

飛行場 

料金区間 

飛行場 

管制 

ﾀｰﾐﾅﾙ 

管制 

無線 

施設 

無線 

施設 

着陸 

空港 
出発 

空港 

航空路 

管制 

上空通過 

国際飛行 国内飛行 

ﾀｰﾐﾅﾙ 

管制 

航空路（陸上）料金区間 

飛行場 

料金区間 

航空路 
（洋上） 

料金区間 

洋上 

管制 

飛行場 

管制 

無線 

施設 

飛行場 

管制 

○ 我が国の航行援助施設利用料の料金範囲のイメージ 

ﾀｰﾐﾅﾙ 

管制 

無線 

施設 

無線 

施設 

着陸 

空港 
出発 

空港 

航空路 

管制 

管制、情報提供 

上空通過 

国際飛行 

国内飛行 

ﾀｰﾐﾅﾙ 

管制 
洋上 

管制 

飛行場 

管制 

我が国の航行援助施設利用料 

● 上空通過 

 ア：洋上及び陸上を通過したもの  一律   ８９，０００円 

 イ：洋上のみを通過したもの     一律   １６，０００円          

● 国際飛行 

   ａ  １００ｔ以上     一律   ２０７，７００円 

    ｂ １００ｔ未満     一律  １８０，０００円     

 

● 国内飛行 
   ａ     １～４００ｋｍ １ｔあたり     ９５０円 

    ｂ ４０１～８００ｋｍ １ｔあたり  １，１８０円 

    ｃ  ８０１ｋｍ～    １ｔあたり  １，６７０円 

○ ICAOは、飛行場と航空路（陸上・洋上）という２つの管制区間で飛行距離及び航空機重量に応じて課金することを推奨している。 
○ 我が国では、 
  ・国内飛行、国際飛行、上空通過の３つの飛行形態で区分 
  ・国際飛行、上空通過においては定額 
  ・国内飛行においては、飛行距離で区分し、重量に応じて課金 
   といった料金体系を採用。 

○  ICAO推奨体系における航行援助施設利用料の料金範囲のイメージ 
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0  

50,000  

100,000  

150,000  

200,000  

250,000  

300,000  

350,000  

400,000  

450,000  

0 100 200 300 

料金（円） 

最大離陸重量（ｔ） 

上空通過 
（洋上及び陸域） 

上空通過 
（洋上のみ） 

国内飛行の料金が低いことを表す。 

国内飛行の料金が高いことを表す。 

○ 国内線、国際線で異なる料金設定をしていることから航空機の重量や飛行距離によって料金に差が生じる（左図） 
○ 交通量の割合と、航行援助施設利用料収入の割合に差が生じている（右図） 

国内飛行 

 400km～ 

 800km以下 

国内飛行 

 400km以下 

国際飛行 

国内飛行 

 800km～ 

 

交通量と航行援助施設利用料収入の割合 

上空通過 

6.1% 

上空通過 

13.0% 

国際飛行, 

27.8% 

国際飛行, 

26.5% 

国内飛行, 

66.1% 

国内飛行, 

60.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

航行援助施設利用料 

収入の割合 

交通量の割合 

(飛行計画数による) 

総交通量平均 約131万回 

総収入平均 約1,220億円 

H19～23 

年度の平均 

H19～23 

年度の平均 

我が国の航行援助施設利用料負担の現状 

重量要素を基準とした料金変化 

B737-800 

(73t) 

B777-200 

(247t) 
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ネットワーク維持のための地方路線に係る着陸料軽減 

羽田空港発着の深夜早朝便に係る着陸料軽減 

羽田に８：２９以前に到着する便、羽田を２０：３０以降に出発す

る便については、当分の間、当該便の羽田又は相手先空港に

係る着陸料を１/２に軽減（但し伊丹路線、国際線は除く）。 

沖縄発着路線（国内便・国際貨物便）に係る着陸料について、平成２６

年３月３１日までの間、機材の種別等に応じて１/６～１/１６に軽減。 

離島発路線に係る着陸料について、機材の種別等に応じて１/６～ 

１/１６に軽減。 

沖縄・離島路線に係る着陸料軽減 

国際旅客チャーター便促進に係る着陸料軽減 

羽田以外の国管理空港について、平成２６年３月３１日までの

間、国際旅客チャーター便の着陸料を１/２に軽減。               

                              
羽田空港着の国際貨物便に係る着陸料軽減 

羽田空港に２２：００～０６：５９までに着陸する国際貨物便の着

陸料について、平成２６年３月３１日までの間、１／２に軽減。          

※ 羽田・那覇(貨物)以外の
国管理空港の国際定期便に
ついては、着陸料を７／１０
に軽減 

国管理空港の着陸料軽減措置体系について 

※那覇・離島路線を除く 
到着空港 

羽田 福岡 、新千歳 その他の国管理・共用空港 

出
発
空
港 

羽田、伊丹、福岡、新千歳 本則  
  
  

関空、広島、高松、松山、北九州、長崎、熊
本、大分、宮崎、鹿児島、小松 

3/4 

  
 

釧路、函館、高知、米子（美保）、岩国、徳島 

旭川、帯広、秋田、山口宇部、女満別、青
森、庄内、富山、神戸、鳥取、出雲、岡山、
佐賀 

稚内、紋別、中標津、三沢、大館能代、山
形、能登、单紀白浜、石見 

その他 

本則単価 

 
        ～  ２５ｔ ：  ９５０円  
                   → ８５０円 
   ２５ｔ～１００ｔ ： １,３８０円  
                   → １,３３０円 
  １００ｔ～２００ｔ ： １,６５０円 
  ２００ｔ～      ： １,８００円  

○ 景気後退の長期化によって未だ低迷する航空需要に鑑み、平成２６年３月３１日までの間、地方航空ネットワークの維持を図るという 
   政策目的により資するよう見直しを行った上で、着陸料の軽減措置を継続。 

  ・ 従来の着陸料の軽減措置については、幹線を除き２５年度も継続。 
  ・ 地方と羽田、地方と地方を結ぶ路線の着陸料の割引率を深堀り。 
  ・ 主に地方路線やＬＣＣに使われる機材（100t以下）に着目した着陸料の引き下げ。 

見直しの
ポイント 

6/10 
→1/2 

6/10 
→本則 

3/5 
→1/2 

1/2 
→2/5 

1/3 
→1/5 
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航空局による航空路線の支援施策 

幹線 

地方－ 

羽田 

地方－地方 

同一県内 

沖縄・離島 

4便/

日 

以
上 

3便/

日 

以
下 

対象となる路線 

羽田、新千歳、伊丹、福岡を 
相互に結ぶ路線 

関空、広島、高松、松山、北九州、 
長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、 
小松、釧路、函館、高知、米子、 
岩国、徳島、旭川、帯広、秋田、 
山口宇部、女満別、青森、庄内、 
富山、神戸、鳥取、出雲、岡山、 
佐賀から羽田を結ぶ路線 

稚内、紋別、中標津、三沢、 
大館能代、山形、能登、单紀白浜、 
石見から羽田を結ぶ路線 

上記及び下記以外の路
線 

沖縄・離島発着路線 

離島路線を除く同一県内を 
結ぶ路線 
（例：北海道内路線） 

航空局で取り組んでいる施策 

羽田 

スロット 

1便/3便 

ルール 

－ 

－ 

1. 1klあたりの金額 

固定資産税 

 

 

機体購入費 

補助 

 

沖：75%、 

離：45%補助 

着陸料 航燃税1) 

 

 

ネット 

ワーク 

割引 

 

 

航空機 

燃料税 

本則引き下げ 

着陸料 

軽減 

－ 

航援料 

航行援助 

施設利用
料 

軽減 

－ 

1/6－1/16 1/6－1/16 

3/4－2/5 

1/5 

1/2 

1/2 

26,000円
→18,000円 

沖：13,000円
→9,000円 
離：19,500円
→13,500円 

地
方
管
理
空
港
除く 

補助金 

 

 

離島運航費 

補助 

補助経費の 

50%以内を負担 

－ 

 

 

 

 

 

固定資産税 

軽減 

 

※地方 

路線就航時間
割合が2/3 

以上のものに 

適用 

－ 

・200t以上
の機材：最
初の3年を
2/3に軽減 

・200t未満

の機材：最
初の5年を
2/5に軽減 

－ 

 

 

 

 

固定資産税 

軽減 

最大離陸重量 

30t未満：永久に1/4

に軽減 

30-70t：取得後3年
間1/3に軽減。その
後2/3軽減 
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機体購入費補助（S47～） 

対象航空機：９人以上の旅客、1,500メート
ル以下の長さの滑走路で離着
陸できる飛行機 

補助方式：補助対象航空機及びその部品
の購入に要する費用の45%（沖
縄路線に就航する場合は、
75%）を補助 

運航費補助（H11～） 

対象路線：経常損失が見込まれる離島路線のうち、 
  ①最も日常拠点性を有し、 
  ②船舶等の主たる代替交通機関により２時間以上、 
  ③２社以上の競合路線でないこと 

補助方式： 「実績損失見込額」と「標準損失額」のいずれか
低い額の1/2の範囲内を補助 

「地域公共交通確保維持改善事業」（H23～）により支援 

制度拡充 
(H23年度下半期～)制約のある特別会計から一般会計へ移行 
(H24年度～）     島民割引運賃の取組を支援 

※５７路線（平成24年4月1日現在） 
  １７路線（平成２４年度運航費補助対象路線） 

離島の航空輸送の確保のための取り組み 
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我が国における各交通モードの路線補助 
○ 国と地方自治体で役割分担をしつつ、国は広域的・幹線的なバス路線や離島航路・航空路に対して補助。 

○ いずれも損失額の一定割合を補助する方式であり、事業者の利益は保証していない。（ただし、事前に補助額を内
定することにより、コスト削減のインセンティブを効かせている場合がある） 

  バ ス 鉄 道 船 舶 航 空  

 事業別 陸上交通（地域間幹線系統） － 離島交通（航路） 離島交通（航空路） 

助成主体 
国（１／２） 

（地方自治体においても補助を実施） 
－ 

国（１／２） 
（地方自治体においても補助を実施） 

国（１／２） 
（地方自治体においても補助を実施） 

助成対象  バス事業者 －  航路事業者  航空事業者 

対象費用  

・ 経常費用見込額と経常収益
見込額との差額（国が１／２を
補助） 

・ 経常費用見込額の９／２０に
相当する額を限度 

－ 

・ 実績収支差見込額に効率化係数
（当該航路の効率的運営収支差見
込額を基本補助対象収支差額で除
した率）を乗じた額 

 
 

・ 実績損失見込額と標準損失額の
いずれか低い方（国が１／２を補
助） 

・ 実績見込収支率が標準収支率に
満たない者は、５％を上限にその
差分に相当する額を差し引いた額 

 
助成要件 

① 路線定期運行である 
② 複数市町村にまたがる系統 
③ 都道府県庁所在地、広域行

政圏の中心市町村等へ接続し
ている系統 

④ １日当たり計画運行回数が３
回以上の系統 

⑤ 輸送量が１５～１５０人／日と
見込まれる 

⑥ 経常赤字が見込まれる 

 
－ 

① 本土と離島又は離島相互間を結
ぶ航路で、かつ、船舶以外の交通
機関がない、又は他の交通機関に
よることが著しく不便 

② 陸上の国道又は都道府県に相当
する海上交通機能を有している 

③ 関係住民のほか、郵便物又は生
活必需品及び主要物資等を輸送し
ている 

④ 経営により生ずる欠損見込みが
明らかにやむを得ない 

① 経常損失が見込まれる路線 
② 最も日常拠点性を有する 
③ 船舶等の主たる代替交通機関

により２時間以上 
④ ２社以上の競合路線でない 
 
 
 
 
 
 

対象路線数 
（平成２３年度実績） 

１６３８系統（被災地分を含む） － １２０航路 １６路線  

予算規模 
（平成２３年度実績） 

約７２億円 － 約６０億円 約４億円 

財源 
地域公共交通確保維持事業 

（一般会計） 
－  

地域公共交通確保維持事業 
（一般会計） 

地域公共交通確保維持事業 
（一般会計） 70 



離島航路と離島航空路の比較 

 

国内航空路線 

（２４６路線） 
 

離島航空路線 

（５７路線） 

補助航空路線 

（1６路線） 

国内旅客航路の現況 

〔離島航路〕 〔離島航空路線〕 

離島航路の４０％ 

国内航空路線の現況 
※Ｈ２４．４．１時点の路線数 

離島航空路線の３０％ 

※Ｈ２４．４．１時点の航路数 

補 助 航 路   

離島航路のうち、唯一かつ赤字の航路 
〔１２０航路〕 

              

離 島 航 路 

本土と離島、離島間等を結ぶ航路 〔３００航路〕 

一 般 航 路   
一般旅客定期航路事業に係る航路 〔５６３航路〕 

      

※出典：国土交通省調べ 

【路線距離１００ｋｍ以上】 

【路線距離１００ｋｍ未満】 

注）貨物取扱量には、「手荷物取扱量」を含み、「小荷物取扱量」、「自動車航送取扱量」は含まれない。 
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便数 

（一日あたり） 

時間 補助金額 

（千円） 

輸送人員 

（千人） 

貨物取扱量 

（トン） 

船 離島A－離島B 1往復 2h 70,000 4 11,000 

空 離島A－離島B 2往復 0.5h 9,000 33 280 

便数 

（一日あたり） 

時間 補助金額 

（千円） 

輸送人員 

（千人） 

貨物取扱量 

（トン） 

船 本土－離島C 1往復 3.5h 64,000 16 3,000 

空 本土－離島D 2往復 0.5h 22,000 28 7 



離島振興法について 

 

 

第一条 この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保
全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要
な役割を担っている離島が、四方を海等に囲まれ、人口の減尐が長期にわたり継続し、かつ、高齢化が急速に進展す
る等、他の地域に比較して厳しい自然的社会的条件の下にあることに鑑み、離島について、人の往来及び生活に必要
な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等
に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興に関し、
基本理念を定め、及び国の責務を明らかにし、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振
興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ず
ることによって、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促
進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減尐の防止並びに離島における定住の促
進を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。 

  
 

 

第十二条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地
域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域に係る海上、航
空及び陸上の交通について、総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来及び物資の流通に要する費用
の低廉化に資するための施策の充実に特別の配慮をするものとする。 

 

○ 昭和２８年、１０年間の限時法として制定され、その後も１０年毎に改正・延長を実施。 

○ 昨年６月に成立した改正離島振興法において、｢第一条（目的）｣に｢人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に
要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善すること｣、｢第十二条（交通の確保等）｣に｢人の往来及び物
資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実｣が新たに規定された。 

第一条（目的） 

第十二条（交通の確保等） 
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米国ＥＡＳ(丌可欠路線運航サービス)制度について 

【概要】 
・米国における地方路線維持のための制度。一定の地方路線に対して連邦政府から運航する航空会社に運航費の補
助を実施。 

・1978年の規制緩和に伴い航空需要の小さい地方路線の廃止が危惧されたことから、当時存在していた地方路線の継
続を暫定的に10年間保証する目的で制定。（その後無制限に延長。） 

EAS・・・Essential Air Service 
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【参考：EAS路線数と予算額の推移】 【予算規模等（2012年度）】※米国本土内のみ。 
 
・予算額：約2.25億ドル（約180億円） 
・対象路線数：120路線 
・路線あたり平均助成額：約187万ドル（約1.5億円） 
・助成主体：連邦政府 
・財源：特定財源 （AATF＝空港・航空路信託基金） 
・運航する航空会社を公開入札で決定。補助額の
積算には運航費の5%の利益を航空会社に許容し
ている。 

・2001年の同時多発テ
ロ、2008年のリーマン
ショックの影響による
航空需要減尐、燃料
費の増加等に伴い、
近年は予算額が急増
している。 

【仕組み】 
①EAS路線で、航空会社との契約が切れる場合、あるいは航空会社から路線撤退の事前通知がある場合、運輸省が

運航を希望する航空会社を募集。 
②航空会社は、運航内容や希望助成金額等を記載した提案書を提出し応札。 
③運輸省は、航空会社からの提案書について当該路線のコミュニティの見解を求める。 
④コミュニティの見解を受領後、運輸省は航空会社を決定。 



米国ＥＡＳ(丌可欠路線運航サービス)制度について 

路線旅客数（片側のみ、2011年） 
1万人未満 
1万人以上～3万人未満 

 3万人以上 

 ラージ／ミディアムハブ空港 
対象空港 

【ＥＡＳ助成路線(本土内のみ）】（2012年10月現在） 【適用条件】 
・1978年当時の対象路線の条件以
降、需要減尐に伴う補助対象路線の
増加や燃料費の高騰による補助額
の急激な増加等を受けて、数次に渡
り条件の追加を行い、対象地域の絞
り込みが行われている。 

  

 
・当時定期航空サービスが提供されてい
たコミュニティ 
・対象空港とラージ／ミディアムハブ空港
を結ぶ赤字路線 

 

・2010年9月30日～2011年9月30日の間で
ＥＡＳ補助を受けていること。 

 （この結果、今後新たな地域は認められ
ない） 
※なお、当該地域がラージ/ミディアムハ

ブ空港から70マイル（約113km）以上
離れていることという条件があったが、
現在は上記条件に包含されている。 

 
・旅客1人あたりの補助金が1000ドル未満 
・1日10人以上の出発旅客がある路線 
・EASにより、週6日で1日2往復を確保 等 
 

1978年の条件 

追加された主な条件 

就航機材：中型ジェット機＜ERJ、CRJ-200（50席程度）＞    24路線 

プロペラ機＜SAAB340（34席）、B1900（19席）等＞ 65路線 

小型軽飛行機＜セスナ・キャラバン（9席）等＞     31路線 
                                   ※2012年のデータ  

74 



米国ＥＡＳ(丌可欠路線運航サービス)制度について 

【ＥＡＳ制度の課題】 

・規制緩和とセットで制度を導入し、過疎地の空港から全国航空ネットワークへのアクセスの維持に寄与。 

・連邦政府の財政難のため議会から度々対象地域制限の議案が提出されたり、マスコミから高額の補助金に対する批

判（ニューメキシコ州の路線で旅客1人あたり3,600ドルの補助金が出ていた事例等）を受けている。（これも踏まえ、前

述の対象地域の絞り込みが行われている。） 

・航空会社に利益を許容することにより路線参入のインセンティブを確保している一方、一部の航空会社による寡占市

場になっており、入札における競争性が機能せずコスト削減等の経営効率化を促すインセンティブが働いていない側

面がある。（例えば2008年に契約更新した37路線のうち20路線は一社応札） 

・1978年当時路線があった地域をベースにしているため対象地域と現在の需要が必ずしも合っていないこと、他の交

通モードの方がより低コストな場合が存在すること等の指摘がある。（2011年ＧＡＯ（米国政府説明責任局）指摘） 
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欧州ＰＳＯ(公共サービス義務)制度について 

【概要】 
・航空路線維持に関するEU共通の枠組み。本制度に基づきEU各国が各々の財源で路線を運航する航空会社への補
助を実施。 

・欧州の航空市場の段階的な統合（1987年～）の一方で、地域にとって社会経済的に不可欠な路線を維持するため、
1992年に制定された。  

・各国政府が航空会社に補助金を拠出するに当たっての公平な競争と手続きの透明性を確保。 
・ＥＵ各国が地域の実情に合わせて制度を運用しており、国により対象路線の考え方、路線数等に大きな差がある。 
 （例：ノルウェー34路線、フランス31路線、イギリス20路線、ドイツ3路線 等） 
    ※2013年2月現在。1社限定運航路線（下記③）での比較。 

《ＥＵが定めるＰＳＯ路線の条件》 
• 路線の義務化と地域の経済発展との関係 
• その路線を結ぶ他の交通モードとの兼ね合い（鉄道での所要

時間3時間以内で、ある程度の頻度で結ばれている） 等 

《例：フランス政府の助成対象の追加的条件》 
• いかなる他の交通機関での移動時間は2時間45分以下となら

ないこと。 
• 年間220日以上で、尐なくとも1日2往復を実施、かつ、1週間あ

たり21往復を超えないこと。 等 

【仕組み】 
①地方自治体の申請等を踏まえ、国はPSO路線の条件を基に審査を行い、路線を認定。 
②認定路線をEU官報等で公表し、ある航空会社が参入を希望した場合は当該社が運航。（但し他社も自由に参

入可能） 
③参入希望がない場合、当該路線を1社だけの路線とし、公開入札で航空会社と助成額を決定。（1年間運航が

ない場合は当該路線はPSO認定の資格喪失） 
 
 
【路線認定の条件】 
・EUでは概略的な条件のみ定めており、各国で追加的に条件を定めている場合がある。 

PSO・・・Public Service Obligation 
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欧州ＰＳＯ(公共サービス義務)制度について 

【各国における適用例】 
【イギリスのPSO】※予算額等は2011年のデータ 

・対象路線数：21路線（2011年7月） 
・予算額（推定）：300～400万ポンド（4.5～6億円） 
・助成主体：スコットランド政府、ウェールズ政府、地方自
治体（中央政府は関与していない） 

・財源：地方政府・自治体の一般財源 
・運航する航空会社を公開入札で決定。補助額の積算に
は運航費の5～10%の利益を許容している。 

 
 
 ・対象路線数：40路線 

  （2010年1月。うち仏本土内16、本土－コルシカ島12） 
・予算額：約1,930万ユーロ（約21億円）［政府］、 

約8,170万ユーロ（約90億円）［自治体］ 
・路線平均助成額：約252万ユーロ（約2.7億円） 
・助成主体：国、地方政府、地方自治体 
・財源：一般財源 
・運航する航空会社を公開入札で決定。補助額の積算には運
航費の5～10%の利益を許容している。ただし政府の助成額
は欠損額の一定割合まで。 

 

路線旅客数（2011年）
20万人以上
10万～20万人
3万～10万人
3万人未満

空港乗降客数（2011年）
40万人以上
10～40万人
5～10万人
5万人未満

【フランスのPSO】※予算額等は2011年のデータ  
 
 

【ＰＳＯ制度の課題】 
・各国による路線認定や公開入札をEU官報を通じて情報公開することにより透明性を確保。 
・航空会社に利益を許容することにより路線参入のインセンティブを確保している一方、経営効率化を促すインセンティ
ブが働いていない側面がある。 

・路線認定の考え方等の制度の運用が国により異なるため地域航空支援のあり方に不均衡が生じているとする見解も
ある。 

（参考） 

○路線旅客数 

 伊丹－屋久島 

    （3万人） 

 鹿児島－与論 

    （2.2万人） 

 

○空港乗降客数 

 紋別（5万人） 

 利尻（2.7万人） 
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路線旅客数（2011年） 

3万人未満 

不明 

空港乗降客数（2011年） 

5万人以上 

5万人未満 

不明 



米国ＳＣＡＳＤＰ(小地域航空サービス開発プログラム)について 

【概要】 
・不十分な航空サービスを受けている空港所在のコミュニティに対して、連邦政府から使途の柔軟な補助金を交付し、
コミュニティによる航空サービスの改善を図る制度。 

【具体的内容】 

・対象コミュニティは、①1997年時点で当該コミュニティに所在する空港がスモールハブ以下の空港であること、②航空
会社による十分なサービスがないか、航空運賃が不合理に高いこと、等を満たすコミュニティ。 

・運輸省が毎年各コミュニティからの提案を募集し、対象コミュニティを選定。 

・コミュニティは補助金を活用して、航空路線のマーケティング活動や、地域航空会社に対する利益保証、補助金の支
払い等を実施。 

SCASDP（スキャスダップ）・・・Small Community Air Service Development Program 

 
 

空港乗降客数（2011年） 

： 40万人以上 

： 40～10万人以上 

： 10～5万人以上 

： 5万人未満 

【ＳＣＡＳＤＰの助成地域】（2012年） 
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【予算規模等】 
 
・助成額： 約1,400万ドル（約11億円、2012年度） 
・対象地域数： 2002年～2012年で計318コミュニティを選
定。2012年度は33コミュニティ。 

・平均助成額： 約42万ドル（約34百万円） 
・助成主体：連邦政府 
・財源：特定財源（AATF＝空港・航空路信託基金） 
・同一プロジェクトへの補助金は1回限りだが、費用は3年
間にわたって助成対象となる。 
 



① 

② ③ 

米国ＳＣＡＳＤＰ(小地域航空サービス開発プログラム)について 

①カリフォルニア州ソノマ・カウンティ空港 <定期航空の再開> 
・空港年間旅客数 約18万人（2010年）。周辺都市 サンタ・ロー

ザ市（約17万人） 
・2001年に定期航空が完全撤退。 
・2004年にSCSADP助成金63.5万ドルと地域側20万ドルで1年間

の利益保証とマーケティング活動(10万ドル）を実施。 
・2007年3月にロサンゼルス線（ホライゾン航空）開設に成功。（そ

の後就航路線はポートランド、シアトル、ラスベガス等に拡大） 
 
 

③バージニア州シェナンドーバレー・リージョナル空港 
<アクセス交通の拡充> 

・空港年間旅客数 約2万人（2010年）。EAS適用コミュニティ。（同
空港－ワシントン・ダレス空港） 

・2003年にSCSADP助成金10万ドルでアクセス交通の拡充（大型
バンを使ったシャトルバスの開設）とマーケティング活動を実施。
シャトルバスはその後も定着。 

・2012年にもSCASDP助成金15万ドルにより、ワシントン・ダレス
線のマーケティング活動を実施。（継続中） 

【ＳＣＡＳＤＰ制度の課題】 
・地域の主体的な航空サービス改善の取組みを支援する仕組みになっており、SCASDPを活用して定期路線再開を実
現した等の事例がある。 

・一方、SCASDPに対する米運輸省の監査結果（2007年）において、プログラムの成功率が3割に留まっており、事前の
市場分析の実施、明確なSCSADP戦略の策定等の運用方法の改善が求められている。 

※各事例の内容は桜美林大学 橋本安男特任教授の研究による。 

【代表的成功事例】 

②イリノイ州セントラル・イリノイ・リージョナル空港 
  <新規路線開設> 
・空港年間旅客数 約60万人（2011年）。周辺都市 ブルーミント
ン市（都市圏人口約13万人）。 

・2006年にSCASDP助成金25万ドルと地域側64.7万ドルで1年間
の利益保証（50万ドル）とマーケティング活動（39.7万ドル）。ダラ
ス線を開設。 

・2012年にもSCASDP助成金50万ドルと地域側20万ドルにより、
北東路線（ワシントンDC又はニューヨーク）の開設を模索。（継
続中） 
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地域航空の抱える課題 

地域航空会社 

（リージョナル機） 
大手航空会社等 

（ジェット機） 
注 Ｋ社、Ｌ社、Ｊ社、Ｉ社及びＦ社は全路線の平均 

出典： 各社有価証券報告書、航空局資料に基づき作成 

○地域航空会社の運航する路線は、機材の稼働率が低いこと、小型機材での運航であることから、ユニットコスト
（座席キロあたりの費用）が高くならざるを得ず、採算性の低い路線からの撤退といった問題が出てきている。 

80 

6
.6

 

6
.2

 

4
.5

 6
.3

 

5
.9

 

5
.5

 7
.5

 

8
 

8
.4

 

9
.2

 

9
 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社 Ｇ社 Ｈ社 Ｉ社 Ｊ社 Ｋ社 Ｌ社 

稼
働

時
間

（時
間

）
 

１日当たり機材稼働時間 

1
6

.6
 

1
8

.8
 

2
3

.9
 

2
5

.1
 

3
8

.5
 

5
0

.3
 

8
.4

 

9
.5

 

1
1

.8
 

1
1

.8
 

1
2

.5
 

1
1

.4
 

68% 

52% 

61% 

50% 
57% 

47% 

79% 

62% 
71% 

66% 66% 67% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社 Ｇ社 Ｈ社 Ｉ社 Ｊ社 Ｋ社 Ｌ社 

座
席

利
用

率
 

ユ
ニ

ッ
ト

コ
ス

ト
（
円

/座
席

キ
ロ

） 

ユニットコスト・座席利用率（％） 

21% 
12% 

18% 
12% 8% 6% 

22% 
14% 

22% 

22% 

29% 

28% 

23% 

8% 

13% 

12% 

20% 

20% 

24% 
31% 

18% 

39% 

34% 

29% 

8% 
22% 

13% 13% 

6% 1% 

1% 

0% 

29% 25% 
16% 16% 

45% 47% 

30% 

44% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

全
体

 

全
体

 

A
3
2
0
 

B
7
3
7
-8

0
0
 

B
7
3
7
-4

0
0
 

D
H

C
8
-3

0
0
 

S
A

A
B

3
4
0
B

 

D
H

C
8
-4

0
0
 

Ｋ社 Ｌ社 Ｊ社 Ｉ社 Ｍ社 Ｎ社 Ｆ社 Ｂ社 

ユニットコスト構成比率 

その他 空港使用料 航空機関連費 燃料費 人件費 

大手航空会社等 地域航空会社 



地域航空会社の機材更新について 

機材 座席数 主な航空会社・機齢 後継機材 
 ○ ボンバルディア（DHC-8-200）   ➢会社名 オリエンタルエアブリッジ（株）（ORC）   
    ➢機数（機齢） ２機（登録時期：平成13年）   
  39 ➢路線 長崎＝壱岐、長崎＝福江 等   
      
      
 ○ ボンバルディア（DHC-8-１00）   ➢琉球エアコミューター（株）（RAC）   
    ➢機数（機齢） ４機（登録時期：平成9～15年）   
    ※その他、DHC-8-300(１機)   
    ➢路線 多良間＝宮古、与那国＝那覇 等   
  39   
    ➢天草エアライン（株）（AMX）   
    ➢機数（機齢） １機（登録時期：平成12年）   
    ➢路線 福岡＝天草、熊本＝天草 等   
        
 ○ サーブ（SAAB340B）   ➢日本エアコミューター（株）（ＪAC）   
    ➢機数（機齢） １１機（登録時期：平成4～11年）   
    ※その他、DHC-8-400(１１機)    （DHC-8-100～300、SAAB340B製造中止） 
    ➢路線 喜界＝奄美、徳之島＝奄美 等   
  36   
    ➢（株）北海道エアシステム（HAC）   
    ➢機数（機齢） ３機（登録時期：平成10～11年）   
    ➢路線 利尻＝丘珠、奥尻＝函館 等   

      
 ○ ドルニエ（Do228）   ➢新中央航空（株）（ＣＵＫ）   
    ➢機数（機齢） ４機（登録時期：平成11～22年）   
  19 ➢路線 調布＝神津島、調布＝大島 等   
      
      
 ○ アイランダ（BN-2B-20）   ➢第一航空（株）（DAK）   
    ➢機数（機齢） ３機（登録時期：平成12～21年）   
  9 ➢路線 粟国＝那覇、沖永良部＝那覇 等   
      
        

ATR42-600 
(国内導入実績なし) 

48～50席規模 

ドルニエ（Ｄｏ２２８） 
6.4t 
（新中央航空が使用中） 

19席規模 19席規模 

ツイン・オッター（ＤＨＣ－６） 
5.7t 
（過去にエアー北海道が使
用していた） 

16.5t 

15.7t 

14.9t 

12.9t 

18.6t 

6.4t 

3.0t 

13.0t 

○地域航空会社が使用する小型機は、今後、順次機材の更新時期を迎えるが、現行機材の製造中止により代替機材の導入を行う必要。 

○代替機材の導入にあたっては、乗員養成や整備体制の構築等の初期課題が生じるため、経営規模の小さな地域航空会社が円滑に代
替機材に移行できるような方策（円滑な移行の支援、航空会社間の連携・協業協同等）を講じる必要があるのではないか。 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:C-FBBV_Kenn_Borek_Air_Ltd._de_Havilland_Twin_Otter_(DHC6)_03.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:OK-KFN.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Amakusa-airline-Dash_8-100.JPG


 
 
 
 

航空会社における機材更新について 

 

 

 

 

機材更新の利点 

更新における課題 

※出典：航空局調べ 

○燃費効率のよい機材を導入することができる。 
○大手航空会社の場合は需要に応じたサイズやタイプの機 
  材を導入することで、運航効率化が図れる。 
  ※地域航空会社の場合は、1種類若しくは尐種類の機材 
   で運用しておりメリットは尐ない。 
○現有機材の経年により増加する整備費を抑制することが 
   できる。 

 

 

○新機材導入に係る追加的なコスト負担が発生する。 

 ・新たな機材に対応する運航乗務員、整備士等が求められるため、 

  訓練費などの新たな経費が必要になる。 

 ・新たな運航規程、整備規程など、規程・マニュアル類を更新する経 

  費が必要になる。 

○適当な規模の後継機が存在しない。 

 ・DHC-8（39座席）やSAAB340B（36座席）が生産中止となっている 

  ため、直近の機材ATR42（48～50座席）を導入した場合、旅客数 

  に変化がなければ座席利用率が低下し、収益性が低下する。 

 ・機材の大型化に伴い、空港使用料が高くなる恐れがある。 
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燃油費

整備費

7%

※支出構成に占める整備費の割合は年々増加している。 

  平成２３年度における整備費用は約８千万円。 

 

【Ａ社におけるＳＡＡＢ３４０Ｂの支出割合】 

ＳＡＡＢ３４０Ｂ（３６席） 

ＤＨＣ－８－２００（３９席） 

ＡＴＲ４２－６００ 

（４８～５０席規模） 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:OK-KFN.JPG

